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「世田谷区第二次多文化共生プラン」について 

「世田谷区第二次多文化共生プラン（以下、「第二次プラン」という。）」（令和 6（2024）
年度～令和 9（2027)年度）は、「全ての人が多様性を認め合い、国籍、民族等の異なる人々
の互いの文化的違いを認め合い、対等な関係を築こうとしながら、共に生きていこうとする」
多文化共生社会の実現をめざすために、区の基本的な考え方と課題達成のための施策を明ら
かにするものです。 
「世田谷区多様性を認め合い男女共同参画と多文化共生を推進する条例（以下、「条例」

という。）」第 9条に基づく、多文化共生施策を総合的かつ計画的に推進するための行動計画
にあたります。 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
第二次プランの体系 
第二次プランでは、「誰もが共に参画・活躍でき、人権が尊重され、安心・安全に暮らせ

る 多文化共生のまち せたがや」の基本理念のもと、3つの基本方針を掲げています。 
 また、基本方針ごとに施策を挙げ、その施策に沿った事業展開をまとめています。なお、
基本方針ごとの施策のうち１つを重点施策として掲げています。 
 詳細は「計画の体系」（p.5）をご覧ください。 
 
第二次プランの進行管理と取組み状況報告について 
 区は施策を総合的かつ計画的に進めるため、条例第 9条第 3項に基づき、毎年第二次プラ
ンの進行管理を行い、施策の進捗状況を把握していきます。その結果については、「世田谷
区多文化共生推進部会」に報告し、意見を聴いたうえで、「取組み状況報告書」としてまと
め、公表します。 
  
数値目標のページについて 
 数値目標のページ（p.6～9）では、第二次プランにおいて設定している数値目標（「多文
化共生の推進向けた数値目標」、「重点施策に基づく数値目標」）についてそれぞれ以下の内
容を掲載しています。 
 
【数値目標】 
 第二次プランにおいて設定した数値目標です。世田谷区民意識調査及び外国人アンケート
調査に基づく実績を掲載しています。 

 
【数値目標に対する評価と課題】 
 数値目標の実績数値について、評価と今後の課題を掲載しています。 

＜本書について＞ 

Ỹ ⱳ ᴟẶ Фжр

ṁ 1 ϜΥӗ ΰο ϣδϥϘκχםᾝ

ṁ 2 ӽּזᵓτΣΪϥᶨ χ

ṁ 3 ᴟẶ χӪ꜡ξΨϤẉό ᾋʾ₯ χᵔ

ᴟẶ ᾝτΰΪθםᵓχזּ

Ỹ ⱳ Ặ ╥ᵊФжр

Ỹ Ϭ ϛ›Μ Ặ ╥ᵊρ ᴟẶ Ϭ βϥ  
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施策に基づく具体的な取組みのページについて 

 施策に基づく具体的な取組みのページでは、施策ごとの「取組み内容（事業名）」につい

て、令和 6（2024）年度の取組み実績及びそれに対する評価、並びに今後の取組みを、下記

のような表にまとめて掲載しています。 

 

 

 

基本方針 1：誰もが安心して暮らせるまちの実現  
 

 

(1)日本語支援の充実 
 外国人等が地域社会で自立した生活を送るために必要な日本語を習得できるよう、学習機会を拡充さ
せるほか、必要に応じて日本語の支援を行います。 

【施策に対する評価と課題】 
「外国人向け日本語教室」及び「せたがや日本語サポーター講座」について、令和 6 年度よりせたが

や国際交流センター（クロッシングせたがや）が実施し、各講座の受講者の交流イベントを開催するな

ど、住民同士の交流機会を提供することができた。 

また、地域で日本語教室を運営しているボランティア団体との情報連絡会を行い、地域日本語教室の

実態や課題等について把握することができた。引き続き、外国人住民が地域で自立した生活を送るため

に必要な日本語を習得できるよう、日本語の学習支援を行っていく。 

  事業名 所管課 取組内容 実績・数値等 

1 
外国人向け日本
語教室の拡充 

せたがや国際
交流センター 

日本語を初めて学ぶ外国人等に
対し、日常生活における会話程度
の日本語を習得する機会の拡充
を図ります。 

年 5 期（各 20 回）開催した。 
第 1 期：対面開催 15 名 
第 2 期：オンライン開催 16名   
第 3 期：対面開催 15 名 
第 4 期：オンライン開催 11名 
第 5 期：対面開催 19 名 
（参加合計：76 名） 

2 
にほんご交流会
の実施（再掲） 

せたがや国際
交流センター 

外国人住民と日本人住民が少人
数のグループに分かれ、それぞれ
のテーマに沿って「やさしい日本
語」で会話をする交流会を実施し
ます。 

「にほんご交流会 IN テンプル大学」
（5 回）会場：テンプル大学 
「にほんご交流会～く動く文化の魅
力について話そう」（1 回）会場：日
大文理学部（1 回） 
実施。 
（参加者合計：363 名） 

3 
せたがや日本語
サポーター講座
の実施 

せたがや国際
交流センター 

日本語支援のボランティア活動
を考えている区民を対象に、日本
語をサポートするうえでの役立
つ基礎知識が学べる講座を実施
します。。 

 
 
「日本語サポーター講座・初級」 
（参加：前期 37 名 後期 42 名 第
3 期 46 名）  
「日本語サポーター講座・中級編」
（参加 60 名） 

4 

外国人児童・生徒
に対する日本語
指導等補助員の
派遣 

教育指導課 
外国人等の児童・生徒に対して日
本語指導及び生活習慣の指導補
助を行います。 

外国籍の児童・生徒に対して日本 
語指導及び生活習慣の指導補助を 
行った。 
小学校：36 時間 
中学校：40 時間 
派遣実績：小学校 35校 70 人、 

中学校 15校 26 人 

施策に対する評価と課題を記載しています。 

再掲項目は網掛けにしています。 
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実績に対する評価 今後の取組み 備考 

「外国人のための日本語教室」は、広報開始当

初から問合せも多数で、センターに来館する外

国人が増加するなど、事業への関心の高さが窺

えた。今後は受講者のニーズを確認し事業の改

善をする。 

外国人の受講を促す条件（時期や時間帯、回数、

日本語学習のレベル設定など）を確認しながら

改善に取り組む。 

 

各回テーマを設け、日本語を学んでいる留学生

がやさしい日本語を用いた発表をする。後半は

参加者である日本人住民とテーブルを囲み意見

交換しながら交流を図る。定期的に実施される

ため、応募者も増加傾向にある。 

テンプル大学での交流会は好評で、留学生及び

地域住民の参加も増加傾向にある。今年度は日

大文理学部との連携も実現した。日本人参加者

は 50 代以上が多くリピーター率が高いことも

特徴。その反面、10 代～30 代の割合が低い傾向

にある。今後の課題は連携する会場の新規開拓

に取組み、幅広い世代の参加者を取り込む事業

を検討する。 

 

日本語支援ボランティアに携わりたい方及び初

心者を対象に、日本語支援の心構えや技術力向

上、人材育成を目指した初級講座を実施。当初、

2期予定が各定員 40名に対し 120名以上が応募

のため急遽第 3 期を実施した。また、日本語支

援ボランティア経験者の資質向上を目的に中級

講座（1 回完結）も実施した。 

サポーター講座の修了者が次のステップとし

て活動できる場の検討を進める。受講者のレベ

ルや志向にあわせた選択が可能な体制を、様々

な分野の活動団体と連携し検討を図る。 

 

帰国・外国人児童・生徒に対して日本語指導及

び生活習慣の指導補助を行い、学習習得に役立

てることができた。 

実施年によって実績の増減はあるが、令和

6(2023)年度は中学校が増加している。指導が

必要な児童・生徒は毎年いるため、引き続き、

指導補助を継続していく。 
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＜数値目標＞ 

(1)多文化共生の推進に向けた数値目標（世田谷区民意識調査※１による把握） 

 

 

 

 

 

 

(2)重点施策に基づく数値目標 

①世田谷区民意識調査※１による把握 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②外国人アンケート調査※２による把握 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 世田谷区区民意識調査 2025 

世田谷区在住の満 15歳以上の方（外国人住民含む）のうち、住民基本台帳から統計 

的手法に基づき無作為に抽出して実施。（対象：5,000名） 

※２ 外国人アンケート調査 

   区内在住の 15歳以上の外国籍区民のうち、住民基本台帳から統計的手法に基づき無 

作為に抽出して実施。（対象：1,000名） 

調査項目：多文化共生が進んでいると思う区民の割合 

第二次プラン 

策定時（2023年度） 

前回の調査 

（2024 年度） 

直近の調査 

（2025年度） 

目標値 

（2025年度末） 

目標値 

（2027 年度末） 

37.7% 44.3% 46.2% 50% 55%以上 

調査項目：外国人等の地域活動への参加が進んでいると思う区民の割合【重点②】 

第二次プラン 

策定時（2023年度） 

前回の調査 

（2024 年度） 

直近の調査 

（2025年度） 

目標値 

（2025年度末） 

目標値 

（2027 年度末） 

15.6% 17.6% 14.9% 25% 30%以上 

調査項目：外国人等に対する偏見や差別が減少していると思う区民の割合【重点③】 

第二次プラン 

策定時（2023年度） 

前回の調査 

（2024 年度） 

直近の調査 

（2025年度） 

目標値 

（2025年度末） 

目標値 

（2027 年度末） 

31.1% 35.6% 29.2% 40% 45%以上 

調査項目：外国人等の生活基盤が充実していると思う区民の割合【重点①】 

第二次プラン 

策定時（2023年度） 

前回の調査 

（2024 年度） 

直近の調査 

（2025年度） 

目標値 

（2025年度末） 

目標値 

（2027 年度末） 

52.5% 53.7% 49.4% 65% 75%以上 

調査項目：外国人等に対する偏見や差別が減少していると思う区民の割合【重点③】 

第二次プラン 

策定時（2023年度） 

前回の調査 

（2024 年度） 

直近の調査 

（2025年度） 

目標値 

（2025年度末） 

目標値 

（2027 年度末） 

42.6% 51.9% 44.3% 50% 55%以上 
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【数値目標に対する評価と課題】 
(1)多文化共生の推進に向けた数値目標（世田谷区民意識調査による把握 ※P8、63～82参照） 

「多文化共生が進んでいると思う区民の割合」 

・第二次プラン策定時（2023 年度）より 8.5ポイント、前回調査時（2024年度）より 1.9ポイント

上昇し、46.2%となった。 

・最終的な目標値 55％以上を達成するため、引き続き関係各課と連携しながら多文化共生施策を推

進していくとともに、第二次多文化共生プランに基づく取組みについて区民への周知を強化して

いく必要がある。 

 

(2)重点施策に基づく数値目標（世田谷区民意識調査による把握 ※P8、63～82参照） 

重点②「外国人等の地域活動への参加が進んでいると思う区民の割合」 

・第二次プラン策定時（2023 年度）より 0.7ポイント、前回調査時（2024年度）より 2.7ポイント

減少し、14.9%となった。 

・「外国人等の地域活動への参加が進んでいると思わない」と回答した割合についても、前回調査時

の 39.7%から 22.0％へと 17.7 ポイントと大きく減少している。一方で、「わからない」と回答し

た割合は 6割以上となっており、前回調査の 47.5%から 61.7％と 14.2ポイント増加している。こ

のことから、回答者の中で地域活動へ参加したことがない人が多く、「思う」「思わない」の判断が

できず「わからない」の回答が増加していると考えられる。 

・外国人住民だけでなく、日本人住民もともに活動に参加していくことができる仕組みづくりが必

要であり、引き続きせたがや国際交流センターと連携しながら、交流イベント等を実施していく。 

 

重点③「外国人等に対する偏見や差別が減少していると思う区民の割合」 

・第二次プラン策定時（2023 年度）より 1.9ポイント、前回調査時（2024年度）より 6.4ポイント

減少し、29.2%となった。 

・「外国人等に対する偏見や差別が減少していると思う区民の割合」が減っている要因として、実体

験としてではなく、昨今の外国人等による犯罪や迷惑行為等、日本社会全体における外国人等へ

の印象が少なからず影響していると考えられる。 

・外国人アンケート調査による同項目の数値（44.3%）よりも約 15ポイント低い数値となっており、

外国人住民と日本人住民の意識に差が生じていることが分かる。引き続き、多文化理解講座や交

流イベント等を実施し、日本人住民側の受入れ意識の醸成を継続・強化していく必要がある。ま

た、多文化共生リーフレットを広く活用し、多文化共生の意識づくりを推進していく。 

 

(3)重点施策に基づく数値目標（外国人アンケート調査による把握 ※P9、83～93参照） 

重点①「外国人等の生活基盤が充実していると思う区民の割合」 

・第二次プラン策定時（2023 年度）より 3.1ポイント、前回調査時（2024年度）より 4.3ポイント

減少し、49.4%となった。 

・前回調査時よりも減少となったが、外国人アンケート調査の回答数は前年度よりも大幅に上昇し

たことで、より信頼性の高い回答結果を反映することができている。（外国人アンケート調査の回

答数…2024年度：54件、2025年度：253件） 

・前回調査時よりも減少となったが、約 5割の外国人住民が「世田谷区内において、教育、住宅、就

労など、生活全般の外国人住民に対する支援が充実していると思う」と回答している。一方で、

『何の支援があるか把握していない』『支援を受けたことがない』という声も多くあった。外国人

住民に情報が適切に届くよう、多言語での情報発信や相談窓口の周知等を強化していく必要があ

る。 

 

重点③「外国人等に対する偏見や差別が減少していると思う区民の割合」 

・第二次プラン策定時（2023 年度）よりも 1.7ポイント上昇しているものの、前回調査時（2024年

度）より 7.6ポイント減少し、44.3%となった。 

・前回調査時よりも減少となっている要因については、重点①と同様である。 

・区内在住外国人数は大幅な増加を続けており、多文化共生施策の重要性が高まっている中で、多

様な文化を理解しあえるイベントや講座を広く実施し、多文化共生意識の醸成に努めていく。 
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＜参考＞「世田谷区民意識調査 2025」より  ※詳細は P63～参照 
問 あなたは、「外国人住民と日本人住民が共に暮らす」という視点からみて、世田谷区は多文化 

共生が進んでいると思いますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 区では、外国人等が地域住民の一人として地域社会に参加・活躍できるように、地域のおまつ
りや防災訓練、ボランティア活動などへの参加を促進しています。あなたは、外国人等の地域
活動への参加が進んでいると思いますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 区では、多様な文化を理解し合える交流イベントなどを開催し、区民一人ひとりが互いの文化
について理解を深め、偏見や差別を解消することで、多文化共生社会の実現を目指していま
す。あなたは、区内において外国人等に対する偏見や差別が減少していると思いますか。 
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１ そう思う 49件

19.4%

２ どちらかといえ

ばそう思う 63件

24.9%

３ どちらかといえばそ

う思わない 21件 8.3%４ そう思わない 26件

10.3%

５ わからない 94件

37.2%

外国人に対する偏見や差別（ｎ＝253）

＜参考＞「世田谷区における外国人区民へのアンケート調査（外国人アンケート調査）」より 

※詳細は P83～参照 

問 あなたは、世田谷区内において、教育、住宅、就労など、生活全般の外国人住民に対する支援が 

充実していると思いますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 あなたは、世田谷区内において、外国人住民に対する偏見や差別が減っていると思いますか。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

１ そう思う 60件

23.7%

２ どちらかといえばそう思う

65件

25.7%
３ どちらかといえばそう思わない

29件 11.5%

４ そう思わない 16件

6.3%

５ わからない 83件

32.8%

外国人に対する支援の充実（ｎ＝253）
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国の動き 
■出入国管理及び難民認定法の改正（法務省） 

  平成 30(2018)年 12月に出入国管理及び難民認定法が改正され、新たな在留資格「特定技能」
が創設された。（改正法は平成 31(2019)年 4月施行） 

  これに合わせ、外国人材の適正・円滑な受入れの促進に向けた取組みとともに、外国人との共
生社会の実現に向けた環境整備を推進するため、「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応
策」を示した。 

 
■日本語教育の推進に関する法律の成立（文化庁） 

  令和元(2019)年 6月、「日本語教育の推進に関する法律」が公布、施行され、在住外国人等に対
する日本語教育の機会拡充・水準の維持向上等が掲げられた。地方公共団体も、地域の状況に応じ
た日本語教育の推進に必要な施策の実施に努めることとされた。 

  令和 2(2020)年 6月、同法 10条の規定に基づき、「日本語教育の推進に関する施策を総合的かつ
効果的に推進するための基本的な方針」（以下、「基本方針」という。）が閣議決定された。 

 
 ■外国人の子供の就学促進及び就学状況の把握等に関する指針の策定（文部科学省） 
  「外国人の子供の就学促進及び就学状況の把握等に関する指針」が策定され、地方公共団体が
講ずべき事項もあわせて示された。 

  
 ■外国人在留支援センター（FRESC/フレスク）の開所（出入国在留管理庁） 
  令和 2(2020)年 7月、新宿区の JR四ツ谷駅前に「外国人在留支援センター（FRESC/フレスク）
（以下、「FRESC」という。）」が開所された。FRESCには、出入国在留管理庁や日本司法支援センタ
ー（法テラス）など 8 つの機関の相談窓口が入り、外国人からの相談対応、外国人を雇用したい
企業の支援、地方公共団体の支援などの取組みを行う。 

 
 ■「在留支援のためのやさしい日本語ガイドライン」の策定（出入国在留管理庁・文化庁） 
    令和 2(2020)年 8 月、在留支援のためのやさしい日本語の必要性や、やさしい日本語の作成手

順・要点等を示したガイドラインが策定された。 
 
 ■「地域における多文化共生推進プラン」の改訂（総務省） 
  令和 2(2020)年 9月、「地域における多文化共生推進プラン」（2006年）が 14 年ぶりに改訂され
た。改訂版は、「多様性と包摂性のある社会の実現による『新たな日常』の構築」を掲げるととも
に、コミュニケーション支援・生活支援・意識啓発と社会参画支援に次ぐ施策の 4 番目の柱とし
て、「地域活性化の推進やグローバル化への対応」を新たに設けた。 

 
 ■「日本語教育の参照枠」の報告（文化庁） 
  CEFR（ヨーロッパ言語共通参照枠）を参考に、日本語の習得段階に応じて求められる日本語教
育の内容・方法を明らかにし、外国人等が適切な日本語教育を受けられるようにするため、日本
語教育に関わる全ての者が参照できる日本語学習、教授、評価のための枠組みである「日本語教
育の参照枠」が令和 3(2021)年 10月に文化審議会国語分科会により報告された。 

 
 ■「外国人との共生社会の実現に向けたロードマップ」の策定（法務省） 
  「外国人の受入れ・共生に関する関係閣僚会議」の下に開催された「外国人との共生社会の実現
のための有識者会議」から関係閣僚会議の共同議長である法務大臣に提出された意見書を踏まえ、
我が国の目指すべき共生社会のビジョンとその実現に向けて取り組むべき中長期的な課題及び具
体的施策が示されたロードマップが令和 4(2022)年 6月に策定された。 

 
 ■「日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律」（以
下、「日本語教育機関認定法」）の成立、施行 

  令和 5（2023）年 5 月、「日本語教育機関認定法」が成立し、令和 6（2024）年 4 月 1 日より施
行された。日本語教育機関の文部科学大臣による認定制度が創設され、認定日本語教育機関で日
本語教育を行うためには、日本語教員試験に合格し、登録実践研修機関が実施する実践研修を修
了し、登録日本語教員として文部科学省の登録を受けることとされた。 

 
 ■出入国管理及び難民認定法の改正（法務省） 
  令和 5（2023）年 6月に出入国管理及び難民認定法が改正され、送還停止効の例外規定や「補完
的保護対象者」認定制度、収容に代わる管理措置制度等が創設された（施行は令和 6（2024）年 6
月 10日）。 

  また、令和 6（2024）年 6月 14 日には、就労を通じた人材育成及び人材確保を目的とする新た
な在留資格として「育成就労」を創設すること等を定めた改正法が成立した。 

＜参考＞第一次プラン策定後の国、東京都、世田谷区の動き 
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■特定技能基準省令の一部改正・施行（法務省） 
 特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域におけ
る外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び 1 号特定技能外国人に対する支
援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の
運用に関する基本方針」に明記された。これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定
技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請
されたときは、当該要請に応じ必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計
画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定された。同
省令は令和 7（2025）年 4 月 1日より施行。 

 
東京都の動き 
 ■東京都つながり創生財団の設立 
  「人」と「人」とのつながりによる地域コミュニティの活性化をはかり、「都民一人ひとりが輝
ける社会」の実現を目指す新たな財団として、「東京都つながり創生財団（以下、「財団」という。）」
が令和 2(2020)年 10月 1 日に設立された。財団では、都内に住む外国人を支援するなど多文化共
生社会づくりを進めるほか、ボランティア文化の定着や、町会・自治会を中心とした地域コミュ
ニティの活性化など、共助社会づくりに取り組む。 

  
 ■「東京における『地域日本語教育の体制づくり』のあり方」の策定 
  国による「日本語教育の推進に関する法律」の策定や基本方針の閣議決定等の地域日本語教育
の推進に関する動きを受け、令和 5(2023)年 3月、地方公共団体が主体的に地域日本語教育の体制
づくりを進めていく上で共通して踏まえるべき視点や目標等について示された「東京における『地
域日本語教育の体制づくり』のあり方」が策定された。 

 
■東京都多文化共生推進指針の改定 

  外国人と日本人が共に地域の一員として活躍できる多文化共生社会の推進のため、東京都が平
成 28(2016)年に策定した「東京都多文化共生推進指針」が令和 7(2025)年 6 月に改定された。改
定版では、多文化共生を担う各主体の役割が明確化されている。 

 
世田谷区の動き 
■公益財団法人せたがや文化財団国際事業部（せたがや国際交流センター（クロッシングせたが 
や））の開設・運営 

  今後の国際政策をより効率的・効果的に推進するため、公益財団法人せたがや文化財団内に国
際事業部を新設するとともに、情報発信の拠点となる「せたがや国際交流センター（クロッシン
グせたがや）」を令和 2(2020)年 4月に開設した。 

  国際事業部は、在住外国人と日本人との交流を推進するための事業を実施するほか、「せたが
や国際交流センター」において、外国人向けの行政情報、生活・文化情報、国際交流活動を行う
団体等の情報発信、在住外国人の生活相談の問い合わせへの対応などを実施している。 
 
■東京外国人支援ネットワークへの加盟 

  令和 3(2021)年 11月、外国人のための専門相談事業を円滑に進めるため、東京国際交流団体連
絡会議・外国人相談事業部会に属する国際交流団体、行政組織、ＮＰＯ等で外国人のため相談事
業を実施もしくは外国人支援活動をする諸団体で構成する「東京外国人支援ネットワーク」に加
盟した。今後、本ネットワーク間での相互連絡・情報交換を進め、外国人のための専門家相談会
を協働で実施する。 

 
 ■「世田谷区ウクライナ避難民の受入れ及び支援に関するプロジェクトチーム」の設置 
  令和 4(2022)年 2月 24 日に始まったロシア連邦によるウクライナへの侵攻に伴い、日本に入国
するウクライナの避難民を世田谷区として受け入れ、日常生活の支援を行うに当たり、その具体
的な課題及び支援の内容を検討するため、3月 23日に庁内プロジェクトチームを設置した。 

 
 ■「世田谷区第二次多文化共生プラン」の策定 
  「世田谷区多様性を認め合い男女共同参画と多文化共生を推進する条例」に基づく「世田谷区
多文化共生プラン」（平成 31（2019）年 3月策定）の計画期間が令和 5（2023）年度で終了し、
新たに「世田谷区第二次多文化共生プラン」（以下、「第二次プラン」という。）を令和 6（2024）
年 3月に策定した。第二次プランでは、第一次プランに引き続き「誰もが共に参画・活躍でき、
人権が尊重され、安心・安全に暮らせる 多文化共生のまち せたがや」を基本理念に掲げ、
『誰もが安心して暮らせるまちの実現』『地域社会における活躍の推進』『多文化共生の意識づく
り及び偏見・差別の解消』の 3つの基本方針のもと、多文化共生の推進のため様々な取組みを行
っている。 
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721,223 14,002,534 5.15%

605,506 9,730,552 6.22%

1 48,097    352,717      13.64%

2 47,932    693,570      6.91%

3 43,996    698,276      6.30%

4 39,561    541,685      7.30%

6 37,481    578,914      6.47%

5 36,360    294,644      12.34%

7 32,041    740,519      4.33%

8 31,471    362,089      8.69%

9 29,664    469,916      6.31%

10 28,202    923,210      3.05%

11 26,531    745,927      3.56%

14 24,632    341,322      7.22%

13 23,539    222,278      10.59%

12 22,614    267,780      8.44%

15 22,289    577,147      3.86%

16 20,332    216,084      9.41%

18 17,010    412,786      4.12%

17 16,980    287,302      5.91%

19 15,923    235,345      6.77%

20 12,711    231,402      5.49%

22 12,553    187,404      6.70%

21 11,479    281,400      4.08%

23 4,108      68,835        5.97%

113,962 4,194,221 2.72%

1,755 77,761 2.26%

＜参考＞区内在住外国人数データ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КӢ⁸ ѩ Ẇᶮ˲  

 ὕ  

※令和 7（2025）年 1 月 1日時点 

721,223 14,002,534 5.15%

605,506 9,730,552 6.22%

1 48,097    352,717      13.64%

2 36,360    294,644      12.34%

3 23,539    222,278      10.59%

4 20,332    216,084      9.41%

6 31,471    362,089      8.69%

5 22,614    267,780      8.44%

7 39,561    541,685      7.30%

8 24,632    341,322      7.22%

9 47,932    693,570      6.91%

10 15,923    235,345      6.77%

11 12,553    187,404      6.70%

14 37,481    578,914      6.47%

12 29,664    469,916      6.31%

13 43,996    698,276      6.30%

15 4,108      68,835        5.97%

16 16,980    287,302      5.91%

17 12,711    231,402      5.49%

18 32,041    740,519      4.33%

19 17,010    412,786      4.12%

20 11,479    281,400      4.08%

21 22,289    577,147      3.86%

22 26,531    745,927      3.56%

23 28,202    923,210      3.05%

113,962 4,194,221 2.72%

1,755 77,761 2.26%



13 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

R3 22,164 22,175 22,026 21,840 21,728 21,614 21,436 21,226 21,192 21,128 21,081 21,053

R4 21,028 20,931 20,894 20,977 21,492 21,867 22,060 22,289 22,524 22,798 23,024 23,088

R5 23,094 23,243 23,308 23,711 24,109 24,216 24,302 24,481 24,510 24,934 25,316 25,422

R6 25,537 25,677 25,670 26,085 26,774 26,875 26,976 27,136 27,160 27,677 27,963 28,110

R7 28,202 28,361 28,315 28,675 29,323 29,440 29,617 29,681
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[令和 7（2025）年 1 月 1 日時点] 

[各年 1月 1 日時点] 

（年齢） 

（年齢） 

H31 R2 R3 R4 R5 R6 R7

ʴᶮ 5,835 6,562 6,334 5,793 6,482 7,460 8,380

ᶮ 4,448 4,479 4,215 3,956 4,000 4,202 4,315

ᶮ 1,706 1,808 1,825 1,764 2,025 2,157 2,363

ְ 999 1,106 1,057 1,000 1,051 1,154 1,272

983 983 926 889 971 1,043 1,073

864 1,004 893 851 925 1,126 1,480
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ᶮ ɵ᷂ḢѩẆᶮ˲  

1 8,380 7,460 920   12.3%

2 4,315 4,202 113   2.7%

3 2,363 2,157 206   9.6%

4 1,480 1,126 354   31.4%

5 1,272 1,154 118   10.2%

6 1,073 1,043 30    2.9%

7 967 906 61    6.7%

8 801 595 206   34.6%

9 749 680 69    10.1%

10 595 602 -7    -1.2%

11 6,207 5,612 595   10.6%

28,202   25,537   2,665 10.4%

[令和 7（2025）年 1 月 1 日時点] 

[令和 7（2025）年 1 月 1 日時点] 
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基本方針 1：誰もが安心して暮らせるまちの実現  
  

(1)日本語支援の充実 
 外国人等が地域社会で自立した生活を送るために必要な日本語を習得できるよう、学習機会を拡充さ
せるほか、必要に応じて日本語の支援を行います。 

【施策に対する評価と課題】 
「外国人向け日本語教室」及び「せたがや日本語サポーター講座」について、令和 6（2024）年度より

せたがや国際交流センター（クロッシングせたがや）が実施し、各講座の受講者の交流イベントを開催

するなど、住民同士の交流機会を提供することができた。 

また、地域で日本語教室を運営しているボランティア団体との情報連絡会を行い、地域日本語教室の

実態や課題等について把握することができた。引き続き、外国人住民が地域で自立した生活を送るため

に必要な日本語を習得できるよう、日本語の学習支援を行っていく。 

  項目 所管課 内容 実績・数値等 

1 
外国人向け日本
語教室の拡充 

せたがや国際
交流センター 

日本語を初めて学ぶ外国人等に
対し、日常生活における会話程度
の日本語を習得する機会の拡充
を図ります。 

年 5 期（各 20 回）開催した。 
第 1 期：対面開催 15 名 
第 2 期：オンライン開催 16名   
第 3 期：対面開催 15 名 
第 4 期：オンライン開催 11名 
第 5 期：対面開催 19 名 
（参加合計：76 名） 

2 
にほんご交流会
の実施 

せたがや国際
交流センター 

外国人住民と日本人住民が少人
数のグループに分かれ、それぞれ
のテーマに沿って「やさしい日本
語」で会話をする交流会を実施し
ます。 

「にほんご交流会 IN テンプル大学」
（5 回）会場：テンプル大学 
「にほんご交流会～く動く文化の魅
力について話そう」（1 回）会場：日
大文理学部（1 回） 
実施。 
（参加者合計：363 名） 

3 
せたがや日本語
サポーター講座
の実施 

せたがや国際
交流センター 

日本語支援のボランティア活動
を考えている区民を対象に、日本
語をサポートするうえでの役立
つ基礎知識が学べる講座を実施
します。 

「日本語サポーター講座・初級」 
（参加：前期 37 名 後期 42 名 第
3 期 46 名）  
「日本語サポーター講座・中級編」
（参加 60 名） 

4 

外国人児童・生徒
に対する日本語
指導等補助員の
派遣 

教育指導課 
外国人等の児童・生徒に対して日
本語指導及び生活習慣の指導補
助を行います。 

外国籍の児童・生徒に対して日本 
語指導及び生活習慣の指導補助を 
行った。 
小学校：36 時間 
中学校：40 時間 
派遣実績：小学校 35校 70 人、 

中学校 15校 26 人 

5 

オンラインでの
日本語学習に関
するウェブサイ
ト等の情報提供 

文化・国際課 

日本語を学びたいが、時間や場所
に限りがある外国人等に対し、オ
ンラインで自主学習ができるツ
ール等の紹介・提供を行います。 

オンライン日本語学習サイト等の 
案内ページ公開に向け、関係機関 
等との調整・準備を行った。 

6 
地域日本語教室
との情報連絡会
の実施 

文化・国際課 

地域日本語教育の推進のため、区
内各地域のボランティアによる
日本語教室との情報共有等を行
う機会として、情報連絡会の充実
を図ります。 

区内のボランティアによる日本語教
室との情報連絡会を実施した。（令和
6（2024）年 9月 5 日実施） 
参加者：世田谷区・せたがや国際交流
センター（クロッシングせたがや）・
各地域日本語教室代表者 

＜施策に基づく具体的な取組み＞ 
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実績に対する評価 今後の取組み 備考 

「外国人のための日本語教室」は、広報開始当

初から問合せも多数で、センターに来館する外

国人が増加するなど、事業への関心の高さが窺

えた。今後は受講者のニーズを確認し事業の改

善をする。 

外国人住民の受講を促す条件（時期や時間帯、

回数、日本語学習のレベル設定など）を確認し

ながら改善に取り組む。 

 

各回テーマを設け、日本語を学んでいる留学生

がやさしい日本語を用いた発表をする。後半は

参加者である日本人住民とテーブルを囲み意見

交換しながら交流を図る。定期的に実施される

ため、応募者も増加傾向にある。 

テンプル大学での交流会は好評で、留学生及び

地域住民の参加も増加傾向にある。今年度は日

大文理学部との連携も実現した。日本人参加者

は 50 代以上が多くリピーター率が高いことも

特徴。その反面、10 代～30 代の割合が低い傾向

にある。今後の課題は連携する会場の新規開拓

に取組み、幅広い世代の参加者を取り込む事業

を検討する。 

 

日本語支援ボランティアに携わりたい方及び初

心者を対象に、日本語支援の心構えや技術力向

上、人材育成を目指した初級講座を実施。当初、

2期予定が各定員 40名に対し 120名以上が応募

のため急遽第 3 期を実施した。また、日本語支

援ボランティア経験者の資質向上を目的に中級

講座（1 回完結）も実施した。 

サポーター講座の修了者が次のステップとし

て活動できる場の検討を進める。受講者のレベ

ルや志向にあわせた選択が可能な体制を、様々

な分野の活動団体と連携し検討を図る。 

 

帰国・外国人児童・生徒に対して日本語指導及

び生活習慣の指導補助を行い、学習習得に役立

てることができた。 

実施年によって実績の増減はあるが、令和

6(2024)年度は中学校が増加している。指導が

必要な児童・生徒は毎年いるため、引き続き、

指導補助を継続していく。 

 

他自治体のＨＰを参考に、外国人住民にとって

分かりやすく活用しやすいページ作成について

検討した。 

自宅からでもオンラインで気軽に日本語学習

ができるよう、ページの作成・公開を行う。 
 

ボランティアによる地域日本語教室との情報共

有により、どのような外国人住民が日本語教室

に通っているのかなどの実態や各教室が抱える

課題等について発見することができた。 

引き続き、せたがや国際交流センター（クロッ

シングせたがや）と連携しながら、各地域日本

語教室との情報共有の機会を充実させていく。 
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基本方針 1：誰もが安心して暮らせるまちの実現  
(2) 行政情報の多言語化・「やさしい日本語」化の推進 
 外国人等が地域社会で生活していくうえで必要となる情報や、公共施設など、多くの区民が利用する

場所のサイン等について、「世田谷区多言語表記及び情報発信の手引き」に則って多言語化を推進する

とともに、「やさしい日本語」の普及に努めます。 

 

【施策に対する評価と課題】 
「やさしい日本語」研修の継続実施により、職員への「やさしい日本語」の普及啓発を図ること

ができた一方で、庁内各課におけるチラシ等の更なる多言語化を進め、日本語が分からない区民に

も分かりやすい情報発信に努める必要がある。 

また、「世田谷区多言語表記及び情報発信の手引き」については、庁内における多言語・「やさし

い日本語」対応の指針となるよう、社会情勢の変化等を踏まえ改訂を検討する必要がある。 

①情報発信における多文化共生意識の醸成 

  項目 所管課 内容 実績・数値等 

7 

「世田谷区多言

語表記及び情報

発信の手引き」の

活用促進 

文化・国際課 

日本語を母語としない方にどの

ように情報を届けるか、必要とす

る地域の情報をどのようにして

正しく理解してもらうか、情報を

発信する担当者に向けての考え

方を整理した「世田谷区多言語表

記及び情報発信の手引き」の活用

を促進するとともに、広く区民に

向けても活用を促します。 

「世田谷区多言語表記及び情報発信

の手引き」に則り、区ホームページに

おいて「やさしい日本語」の活用や多

言語表記による情報発信を行った。 

庁内公開サイト・区ホームページに

手引きのデータを掲載するととも

に、職員向け研修において手引きの

周知を行い、庁内への啓発を図った。 

8 

ユニバーサルデ

ザインのまちづ

くりに関する普

及啓発 

都市デザイン

課 

ユニバーサルデザインとは、年

齢、性別、国籍、能力に関わらず、

できるだけ多くの人が利用しや

すいように生活環境を構築する

考え方です。また、LGBTQ などの

性的指向及びジェンダーアイデ

ンティティなどの多様性を尊重

した視点も必要です。できるだけ

多くの人にとってわかりやすい

デザインとその考え方を示した

ガイドライン（情報のユニバーサ

ルデザインガイドライン）の普及

や職員向け研修をはじめ、区民向

けユニバーサルデザインワーク

ショップ等により、ユニバーサル

デザインのまちづくりに必要な

啓発を行います。 

だれもが利用しやすい施設の整備・

運営を円滑に進めるため、令和

7(2025)年 2 月 28 日に都市デザイン

研修を開催し、ユニバーサルデザイ

ンを意識した行政サービスの必要性

を説明した。 

9 
職員向け「やさし

い日本語」研修等

の実施 

文化・国際課 

研修担当課 

「やさしい日本語」とは、普通の

日本語よりも簡単で、外国人等や

高齢者、障害者等にも分かりやす

く、情報を発信する日本人にも使

いやすいように考案された日本

語のことです。各職場において、

「やさしい日本語」で対応できる

よう、「世田谷区多言語表記及び

情報発信の手引き」を活用し、職

員向けに研修を実施します。 

世田谷文化生活情報センターセミナ

ールームにて、職員を対象にした「や

さしい日本語」研修を実施した。 

実施日：令和 7（2025）年 1月 14 日 

受講者数：59 名 
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実績に対する評価 今後の取組み 備考 

手引きに則った多言語・「やさしい日本語」の

周知・啓発により、職員の多文化共生意識の醸

成に努めた一方で、区で作成しているチラシや

HP 等については、未だ日本語のみで作成された

ものが多い。そのため、機会を捉えながら、継

続的な周知啓発が必要である。 

引き続き、区ホームページ等において「やさし

い日本語」の活用や多言語化の推進を図る。ま

た、手引きについて、社会情勢の変化等を踏ま

え改訂を検討していく。 

 

庁内の各領域の職員が参加し、ユニバーサルデ

ザインに対する知識を広く浸透させることがで

きた。 

資料を庁内公開サイトに掲載するなど、情報発

信の拡大について検討する。 
 

「やさしい日本語」の基礎について幅広く周知

を行い、庁内での外国人住民への対応能力の向

上に寄与することができた。 

庁内における「やさしい日本語」の活用をより

促進するため、令和７（2025）年度以降も引き

続き講座を実施する。 

参加者からは時間が足りなかった、もっと学び

たかった等の声があったため、研修時間や内容

について講師と調整のうえ、より効果的な手法

等について検討していく。 
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②サイン等の多言語化 

  項目 所管課 内容 実績・数値等 

10 

各種行政冊子、チ

ラシ等の多言語

化及び「やさしい

日本語」の活用 

関係各課 

各課で作成する各種行政冊子、チラ

シ等の多言語化、「やさしい日本語」

の活用を進めます。 

P.60～61 参照 

11 
公共施設館名表

示の多言語化 

各総合支所（た

だし、世田谷総

合支所分は） 

公共施設名表示の多言語化を進め

ます。 

各区民会館：施設名及び室場名につい

て、日本語の他に英語での併記を行っ

ている。 

12 
区広報板の多言

語化 
地域行政課 区広報板の多言語化を進めます。 

広報板の建替えにあわせて、多言語化

対応の WEB ページにリンクする二次元

コードを記した広報板を設置した。 

設置数：4 基 

13 
街区表示板、街区

案内図の多言語

化 

住民記録・戸籍

課 

街区表示板、街区案内図の多言語化

を進めます。 

【街区表示板】平成 5(1993)年度以降、

区内全域において、表示板の区名、町

名にひらがなでルビをふり、下欄にロ

ーマ字で表記している。 

【街区案内図】平成 3(1991)年度以降、

町名、施設、道路、駅、広域避難場所等

を英語併記。ピクトグラムによる案内

表示を行っている。 

14 

施設名表示（総合

運動場・総合運動

場温水プール・大

蔵第二運動場・千

歳温水プール）の

多言語化 

スポーツ施設

課 

総合運動場・総合運動場温水プー

ル・大蔵第二運動場・千歳温水プー

ルの施設名表示において多言語化

を進めます。 

場内の掲示に関しては、多言語（日本

語、英語）の表示を行っている。また

ピクトグラムを使用し、視覚的にもわ

かりやすい表示を進めた。 

15 

館内での多言語

アナウンス（総合

運動場・総合運動

場温水プール・大

蔵第二運動場・千

歳温水プール）の

実施 

スポーツ施設

課 

総合運動場・総合運動場温水プー

ル・大蔵第二運動場・千歳温水プー

ルについて、多言語での館内アナウ

ンスを実施します。 

定時での 3 か国語（日本語、英語、中

国語）による館内アナウンスの実施を

徹底した。また、翻訳機（ポケトーク

等）を使用し多言語に対応できるよう

にした。 

16 

喫煙場所標識、路

上喫煙禁止路面

標示シートの多

言語化 

環境保全課 
喫煙場所標識、路上喫煙禁止路面標

示シートの多言語化を進めます。 

電柱巻看板・路面標示シート（英語併

記）を設置した。 

電柱巻看板：130 箇所 

路面標示シート：約 550 箇所 

ガードレール看板:1 箇所(千歳烏山

駅) 
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実績に対する評価 今後の取組み 備考 

－ －  

施設名や室場名について、複数の言語で記載す

ることで、多様な人が利用しやすい施設整備を

行っている。 

公共施設館名表示について、より多言語での表

示を検討していく。 

幹事支所でとり

まとめ 

予定通りの建替えが完了した。 

 

引き続き、多言語化対応した広報板の設置を進

めていく。 

 

外国人住民に対して適切に情報提供することが

できた。 

既存の街区表示板、街区案内図を改修等する

際、これまでどおり多言語対応を実施する。 
 

日本語を母語としない来館者のほか、年少者へ

の情報伝達の向上が図れた。 

継続実施と他の言語（中国語、韓国語など）の

必要性を利用者の状況に応じて検討していく。 
 

多言語対応により外国人住民への一定の効果は

あった。 
継続実施していく。  

ポイ捨て禁止、路上喫煙禁止場所において、外

国人住民に対して適切に情報提供することがで

きた。 

引き続き、積極的に標示を増設していく。 

英語以外の言語の併記も検討する。 
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 項目 所管課 内容 実績・数値等 

17 
公園施設利用案

内の多言語化 
公園緑地課 

公園施設利用案内の多言語化を進め

ます。 

公園等の新設・改修工事の際に設置

する案内板や園名板について、英語

表記を行った。 

公園数：7箇所 

18 

英語・中国語・

「やさしい日本

語」による 

Newsletter の発

行 

せたがや国際

交流センター 

月に一度、外国人等にお知らせした

い情報を、「やさしい日本語」及び区

民ボランティアにより英語と中国語

に翻訳し、出張所・まちづくりセン

ター等で配布します。 

外国人等にお知らせしたい情報を、

「やさしい日本語」及び区民ボラン

ティアにより英語と中国語に翻訳

し、出張所・まちづくりセンター等

で配布（毎月 15 日発行）。 

19 
日本語以外を母

語とする人々へ

の利用案内等 

中央図書館 

各区立図書館において、利用案内等

の多言語化に一層努めるとともに、

「やさしい日本語」やサインを活用

し、日本語以外を母語とする方にも

図書館の使い方が理解できるように

します。 

「やさしい日本語」による図書館利

用案内の作成作業を行い、各図書館

で利用可能なフォーマットを完成

させた。 
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実績に対する評価 今後の取組み 備考 

可能な限りの多言語化を図っているが、表示内

容やスペースの制約があり、一部分のみ、また、

英語表記までにとどまっている。 

公園等の新設・改修工事の際に設置する案内板

や園名板について、英語表記を行う。 

 

広報は、Web からの情報収集が主流になる一方

で、来館者からの問い合わせなどは、紙媒体を

配布する方が効果的な場合もある。今後も Web

と紙媒体のバランスを見ながら目的に合わせ

た広報活動を行う。 

Newsletter の発行をはじめ、ホームページの改

修など、広報について、電子媒体による情報発

信も強化する。外国人住民や区民に向けた情報

をわかりやすく届けることを優先的に心掛け、

マスメディアを活用した情報提供など新たな

広報活動にも注力する。 

 

利用案内のほか、館内サインや図書館ホームペ

ージでも、「やさしい日本語」を活用した取り組

みが求められる。 

「やさしい日本語」版図書館利用案内は令和

7(2025)年 5 月より中央図書館で配布予定。地

域図書館でも準備が整った館より提供予定。 
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基本方針 1：誰もが安心して暮らせるまちの実現  
  

(3) 生活基盤の充実【重点】 
 外国人等が行政・生活情報を入手し、地域生活で生じる様々な問題について相談できるように、生活相談

のための窓口を運営するとともに、教育、住宅、就労など、地域で暮らすうえで必要不可欠な生活基盤の充

実を図ります。 

 

【施策に対する評価と課題】 
 通訳アプリケーションを導入したタブレット端末の配置拡大により、外国人住民の対応が多い窓口等にお

ける窓口業務の効率化及びサービス向上につなげることができた。タブレット端末等を導入していない所管

については、必要に応じて出入国在留管理庁の通訳支援事業（電話通訳サービス）を活用し、外国人住民に

対して多言語でのスムーズかつ的確な案内や対応を心掛けている。 

 また、せたがや国際交流センター（クロッシングせたがや）の来館者数は増加傾向にある。引き続きクロ

ッシングせたがやの周知に努め、外国人住民が気軽に立ち寄ることができる場所として運営していく。 

  項目 所管課 内容 実績・数値等 

20 
外国人相談窓口

の運営 

世田谷総合支

所地域振興課 

外国人等の日常生活や区政に関す

る相談を、相談員が英語、中国語で

受け付ける窓口を運営します。ま

た、タブレット端末等による通訳サ

ービスを利用し、その他の言語での

相談にも応じます。 

英 語：対面 557 件 電話 785件 

中国語：対面 269 件 電話 444件 

日本語：対面 53 件 電話 118件 

その他言語：対面 12 件 電話 9 件 

合計 2,247 件 

21 

区内転入者向け

生活情報冊子（ラ

イフ・イン・セタ

ガヤ等）の充実 

文化・国際課 

区内に転入する外国人等に向けた、

生活に必要な情報を多言語で分か

りやすく記載した外国語版生活便

利帳「ライフ・イン・セタガヤ」等

の配付を継続するとともに、内容を

見直し、更なる充実を図ります。 

区内転入者向け生活情報冊子「ライフ・

イン・セタガヤ」を多言語（日本語・英

語・中国語・韓国語）で発行した。 

発行部数：4,650 部（英語：2,200 部、

中国語:1,600 部、韓国語 850部） 

22 
国際化推進事業

協力員制度の活

用 

文化・国際課 

外国語の能力や、国際的知識等を持

つ職員を国際化推進事業協力員と

して登録し、各職場で外国語での対

応が必要となったとき、協力員が所

属をこえて、通訳などの対応や、国

際交流に関する職務に対応します。 

庁内からの外国語版印刷物の翻訳確認

や簡易通訳依頼に「国際化推進事業協

力員」を活用した。 

職員登録数：42 名 

登録言語数：7 か国語 

活用実績：簡易通訳 6 名、翻訳確認 19

名 

23 

タブレット端末

による通訳サー

ビス等の活用促

進 

文化・国際課 

通訳アプリケーションを導入した

タブレット端末等の配置窓口を拡

大することにより、外国人等の来庁

者等と円滑なコミュニケーション

を図ることで、窓口業務の効率化と

窓口サービスの向上につなげます。 

令和 5（2023）年度に全庁的な通訳サー

ビスの需要調査を行い、令和 6（2024）

年度より庁内の区民対応窓口各課を中

心にタブレット端末等による通訳サー

ビスを新たに 12 箇所追加配備した。 

庁内総合計数：19 箇所 

通訳サービス総利用実績：1,176 件 

対応言語数：14 言語 
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実績に対する評価 今後の取組み 備考 

令和 6(2024)年度は映像通訳及び電話通訳サー

ビス用のタブレットの増設を行った。(1 台→2

台) 

相談件数全体としては昨年度と比べ減少傾向に

あるが、電話による相談は増加している。 

相談件数・内容の推移を注視しニーズを捉えつ

つ、外国人住民の日常生活や区政に関する相談

事業を継続する。 

 

各種制度の改正や庁舎移転等を踏まえ、最新の

情報に更新することでより正確な情報提供を行

うことができた。 

現行冊子は情報量が多く、閲覧者にとって必要

な情報が埋もれている。入国したばかりの外国

人住民にとってより分かりやすく、手に取りや

すい冊子となるよう、令和 7(2025)年度は内容

や形態の見直しを図る。 

 

庁内における、翻訳確認や通訳依頼などの外国

語需要に対して協力員を活用し、庁内における

多言語対応にスムーズかつ的確に対応すること

ができた。 

令和 7(2025)年度も引き続き実施する。業務の

運営体制については、引き続き見直しを図る。 
 

多言語遠隔通訳サービスを拡充することによ

り、窓口業務の効率化と窓口サービスの向上に

つなげることができた。 

文化・国際課で保有している貸出用タブレット

について広く周知し、庁内における通訳サービ

スの活用を促進していくとともに、各窓口での

実態や課題把握に努め、より効果的な通訳サー

ビスの運用について検討していく。 
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  項目 所管課 内容 実績・数値等 

24 

せたがや国際交

流センター（クロ

ッシングせたが

や）の運営 

せたがや国際

交流センター 

国際交流センターでは、外国人等の

暮らしに役立つ情報や、地域の国際

交流活動の情報をお知らせすると

ともに、暮らしにおける困りごとの

相談を解決するための案内を行い

ます。また、多文化共生につながる

事業を実施します。 

「せたがや国際交流センター」(クロッ

シングせたがや)の運営を行った。主

に、区内在住外国人の生活相談等の問

い合わせに対する窓口案内や多言語で

の行政情報、生活・文化情報の提供、

区民参加型の国際交流イベントの実施

などを行った。 

令和 6(2024)年度来館者数：4,927 名 

相談件数：190 件 

25 
労働に関する情

報提供 

工業・建設業・

雇用促進課 

三茶おしごとカフェにおいて、外国

人等が多言語で労働や求職に関す

る相談をすることができる東京都

労働相談センターや東京外国人雇

用サービスセンター等の情報提供

を行います。 

電話による問合せは無かったが、東京

圏雇用労働相談センターとの共催で外

国人労働者向けのセミナー及び個別相

談会を開催した。 

セミナー参加者数：2 名（うち 1 名が

個別相談も行った） 

また、JICE・クロッシングせたがやと

共催し、しごとのための日本語研修を

2 回開催した。 

参加者数：各回とも 8 名 

26 
医療に関する情

報提供 

保健医療福祉

推進課 

外国語で受診できる医療機関や日

本の医療制度を外国語で案内する

医療情報センター「ひまわり」のホ

ームページ・テレフォンサービス、

医療機関向けの電話による救急通

訳サービス、初期救急診療所等、医

療に関する様々な情報提供を行い

ます。 

昨年度に引き続き、せたがや便利帳及

び区ホームページの夜間・休日の急病

時の案内の中で、「ひまわり」では外

国語（英語・中国語・韓国語・タイ語・

スペイン語）による案内を行っている

旨掲載した。 

また、課で発行している「小児科診療

所のご案内」について、英語版の原稿

を作成し、要望があれば出力の上、対

応できる状態とした。 

27 
外国人介護人材

の受入支援 
高齢福祉課 

区内介護事業所が外国人人材の受

入れを検討するにあたり、国や都の

外国人人材に関する支援制度の周

知を行うとともに、外国人住民が働

きやすい環境づくりについて検討

します。 

区内介護事業所に対し、都が実施する

介護人材支援制度の周知を図るととも

に、介護人材採用活動経費助成事業に

より、外国人人材を含めた介護人材確

保のための支援を行った。 

また、令和 7(2025)年 2月 12日に世田

谷区福祉人材育成・研修センターにお

いて、区内特別養護老人ホームで就労

中の外国人職員同士の交流会を実施し

た。 

28 

外国人等に対す

る民間賃貸住宅

の空き室情報の

提供 

居住支援課 

区内に在住する外国人等に対し、

「お部屋探しサポート」を通じて、

民間賃貸住宅の空き室情報を提供

し、円滑に民間賃貸住宅に入居でき

る環境の整備に取り組みます。 

「お部屋探しサポート」において、外

国人住民 3 名の相談対応を行った。 

うち 2 名はその後、他の不動産店で契

約に至った（間接成約）。また、このう

ち 1 名については、お部屋探しサポー

トでも物件情報提供を行った。 
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実績に対する評価 今後の取組み 備考 

国際交流センターを利用された外国人数が「日

本語教室」などの効果もあわせて、昨年度の 2

倍を超える来館者数となった（目視による集

計）。 

令和 6 年度外国人来館者数：436 名  

（令和 5 年度外国人来館者数：201 名  

令和 4 年度外国人来館者数：103 名） 

外国人の相談への対応力向上として相談機関

の紹介に加え、相談機関と連携して課題解決に

繋がる支援に努める。また、引き続き区内で活

動する国際協力団体や大学との連携を拡げ情

報の収集に努める。 

 

セミナーは受講者の満足度が高く、有益な情報

提供ができた。 

外国人の方からの問合せ、相談があった場合

に、東京都労働相談センターや東京外国人雇用

相談サービスセンター等の情報提供を行う。セ

ミナー及び研修は令和 7(2025)年度も開催予

定。 

 

診療機関情報を多言語対応にしたことで、より

幅広く情報を周知できた。 

引き続き電話による医療情報サービス「ひまわ

り」が外国語に対応している旨の情報を掲載す

るとともに、他の案内等にも掲載できないか検

討する。 

併せて英語版「小児科診療所のご案内」につい

ては、令和 7(2025)年度にパンフレット化を進

め、保育課や健康づくり課等、配布所管と連携

し普及を進める。 

 

介護人材の採用にかかる経費の助成を行うこと

で、法人の積極的な採用活動につながり、外国

人人材の採用にも一部寄与することができた。 

外国人職員交流会は、法人の枠を越えて外国人

同士の交流を行い、働きやすい環境づくりにつ

ながる情報交換のできる、良い機会の提供とな

った。 

引き続き、国や都による様々な支援策の周知に

努めるとともに、区内介護事業所の意見を参考

にしながら、世田谷区福祉人材育成・研修セン

ターとも連携をし、外国人人材の雇用に関する

課題の整理や支援等を検討していく。 

 

「お部屋探しサポート」を通じて、空き室の情

報提供など住まいに関する困り事の支援を行う

ことができた。 

「お部屋探しサポート」において、令和 7(2025)

年度より、新たに英語・中国語・韓国語版の事

業ちらしの作成や通訳用タブレット・3 者間通

話サービスの活用により、事業の周知や相談対

応の強化を図る。 
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  項目 所管課 内容 実績・数値等 

29 
居住支援協議会

における入居支

援策の検討 

居住支援課 

居住支援協議会において、不動産団

体・居住支援法人・NPO 等との連携

方策等、入居先を探す住宅確保要配

慮者（外国人住民含む）及び不動産

オーナーの不安解消に資する入居

支援策について検討します。 

「お部屋探しサポート」の令和

5(2023)年度利用実績を分析し、居住支

援協議会において意見交換や支援策に

ついて議論した。 

30 

帰国・外国人児

童・生徒のための

教育相談室の運

営 

学務課 

帰国・外国人相談室と 4 校の指導支

援校（小学校３校、中学校 1校）の

連携のもと、帰国・外国人児童・生

徒・保護者への支援を行います。 

相談件数 644 件 

【通級指導】 

中学校 4 校 38 回 

【訪問面接】 

小学校 39 校 計 111 回 

中学校 13 校  計 33 回 

【補習教室】 

水曜 23 回/年 延べ 464 人 

土曜 21 回/年 延べ 1071 人 

31 
外国人等児童・生

徒の保護者に対

する通訳の派遣 

教育指導課 

外国人等の児童・生徒の保護者に対

して、通訳を派遣し、通学上不可欠

な事項等、子どもの教育指導に関わ

る話し合いを円滑に進めます。 

外国人等の児童･生徒の保護者に対し

て、通学上不可欠な事項等、子どもの

教育指導に関わる話し合いを円滑に進

めるため、通訳の派遣を行った。 

・派遣実績 小学校 31 校延べ 97 回、

中学校１5 校延べ 56 回 

32 
専門家相談会の

実施 
文化・国際課 

外国人等のための相談体制強化の

一環として、「東京外国人支援ネッ

トワーク」との連携により、地域生

活で生じる様々な問題について、弁

護士、税理士、行政書士、社会保険

労務士などの専門家に相談できる、

専門家相談会を実施します。 

外国人住民が無料で弁護士などの専門

家に相談できる相談会を実施した。 

実施日：令和 6(2024)年 7 月 20 日 

相談者数：13 名 

相談件数：22 件 

33 
日本語以外を母

語とする人々へ

の資料提供等 

中央図書館 

各区立図書館において、区内在住の

方の母語（日本語以外）の主要な言

語を中心に、暮らしに必要な資料・

情報が母語で入手できるよう、資料

の収集・提供を行います。 

日本語以外を母語とする方々が必要と

する資料・情報の種類、および入手方

法についての調査を行った。 
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実績に対する評価 今後の取組み 備考 

居住支援協議会での意見交換等も踏まえ、引き

続き「お部屋探しサポート」の実施により、外

国人住民も含めた住宅確保要配慮者への民間賃

貸住宅への入居支援を進めることができた。 

引き続き、「お部屋探しサポート」の利用実績

を分析するなどし、居住支援協議会において必

要な支援策を検討する。 

 

外国人児童・生徒数の増加により、相談件数や

補習教室の在籍数も増加している。それに伴い、

生徒一人一人への細やかな指導が困難となって

いるため、さらなる体制の強化が必要である。 

年々利用者が増加している状況のため、令和

8(2026)年度には相談室の地域展開を検討して

いる。また、中学 3 年生に向けては、受験対策

や進路相談を行っていくなど、より充実した支

援体制づくりに努める。 

 

外国人等の児童･生徒の保護者に対して、通学上

不可欠な事項等、子どもの教育指導に関わる話

し合いを円滑に進めるため、通訳の派遣を行い、

学校と保護者間の意思疎通を円滑に行うことが

できた。 

通訳の派遣は随時必要とされており、今後も当

該事業を継続して実施する。 
 

在留資格や税金、保険・年金について等、外国

人住民が日常的に抱えている悩みや相談につい

て専門家が対応することにより、解決につなげ

ることができた。 

また、通訳が必要な相談者に対しては通訳ボラ

ンティアをつけることにより、言語面の不安を

解消することができた。 

令和 7(2025)年度以降も引き続き実施し、外国

人住民の相談機会の充実を図る。令和 6(2024)

年度の反省点を踏まえ、より良い運営体制を図

っていく。 

 

英語以外の言語の資料の入手方法が課題であ

る。ベトナム語・ネパール語など在住人口が多

い一方、所蔵資料数が少ない言語への対応が特

に求められている。 

必要とされる資料・情報の種類についての調査

を継続して行うとともに、所蔵数が少ない言語

の資料数増加を検討する。 
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基本方針 1：誰もが安心して暮らせるまちの実現    

(4)災害等に対する備えの充実  
 平常時から外国人等に対する防災訓練や防災情報の提供を行うとともに、災害発生時に地域社会において

適切かつ迅速な対応ができる体制の整備を推進します。 

 

【施策に対する評価と課題】 
 「外国人向け防災教室」を地域で日本語支援を行うボランティア団体や総合支所地域振興課と連携しなが

ら実施している。参加者の意見・感想等を踏まえながら、「やさしい日本語」を積極的に活用し外国人住民

にも理解しやすい防災教室の開催に努めていく。 

 また、災害時に外国人住民が正確に情報を受け取り適切な行動がとれるよう、多言語化等による分かりや

すい情報発信が重要となる。 

  項目 所管課  内容 実績・数値等 

34 
外国人向け防災

教室の実施 

各総合支所地

域振興課、文

化・国際課 

外国人等が災害に対する基礎知識

を学習できるように、資料を多言語

で作成するとともに、地域の日本語

教室と連携し、防災教室を実施しま

す。 

地域日本語教室や外国人学校等と協働

し、防災教室及び初期消火訓練を開催

した。 

全 3 件（世田谷：1 件、北沢：1 件、烏

山：1 件） 

35 
地域の防災訓練

への外国人の参

加促進 

各総合支所地

域振興課、文

化・国際課 

様々な機会を捉え、外国人等に対し

て地域の防災訓練への積極的な参

加を呼びかけます。 

【玉川総合支所】 

外国語版の防災啓発用リーフレット

（サザエさんマップ）を作成し、区施

設や日本語学校等で配布した（約 300

冊）。 

36 

外国人にも配慮

した避難所運営

マニュアルの見

直し 

災害対策課 

避難所運営委員会向けに作成する

避難所運営マニュアルについて、

「やさしい日本語」の活用や図解に

よる情報提供等、外国人等避難者が

必要とする支援への対策を組み入

れます。 

避難所運営マニュアル（ひな形）の見

直しは行わなかったが、当該マニュア

ル（ひな形）を基に、地域・地区の実情

に合わせて避難所ごとにマニュアルの

整備を進めるとともにマニュアルを活

用した訓練を実施した。 

37 

「災害時区民行

動マニュアル」

（マップ版）多言

語版の配布 

災害対策課 

多言語で作成した、防災情報を含ん

だ世田谷区地図及び地震対策につ

いてのマニュアルを、各窓口にて配

布します。 

引き続き各窓口で多言語版マニュアル

の配布を行った。 
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実績に対する評価 今後の取組み 備考 

外国人住民に対し、災害の基礎知識や備えにつ

いての学習機会を提供することができた。さら

に、多言語版区民行動マニュアル（英語版、中

国語版、韓国語版）を用いて、日本語の聞き取

りが得意ではない外国人参加者も訓練内容が分

かるように工夫することができた。 

今後も地域日本語教室や外国人学校、文化・国

際課と連携のもと、防災教室の周知を積極的に

行っていく。 

 

【玉川総合支所】 

外国語版のリーフレットを配布することで、防

災訓練への参加を促すことができた。 

留学生施設や日本語教室に対して防災教室や

防災訓練の周知を積極的に行っていくととも

に、外国人住民が参加する防災イベント等でも

周知を図る。 

また、地域の避難所訓練や地区防災訓練の機会

を捉え、初期消火や地震時の避難を案内し周知

を行っていく。 

 

左記を実施したことにより避難所運営における

外国人等への配慮の理解促進に寄与した。 

今後も必要に応じて避難所運営マニュアルを

見直し、避難所運営において外国人避難者に対

する配慮が推進されるよう改善していく。 

 

各窓口で継続的に配布することで、外国人住民

に対して防災情報を含んだ世田谷区地図及び地

震対策についてのマニュアルの情報を提供する

機会を作ることができた。 

各窓口での配布を継続し、外国人住民に対して

地震対策の情報がわかりやすく伝わるよう努

める。 
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  項目 所管課 内容 実績・数値等 

38 
広域避難場所標

識の多言語化 
災害対策課 

広域避難場所標識の多言語化を進

めます。 

多言語版避難場所案内シール作成、貼

付作業委託事業を令和７(2025)年度当

初予算に計上し、令和７(2025)年度に

対応することとした。 

39 
「外国人支援担

当」非常配備態勢

の指定 

災害対策課、文

化・国際課 

外国人等に適切な支援が行われる

ように、各支所に国際化推進事業協

力員を配置し、外国人災害情報セン

ターや、外国人災害時情報窓口を設

置するなど、必要な支援を行いま

す。 

外国人支援担当として非常配備態勢時

の職員を 20 名指定。 

エフエム世田谷の緊急放送時の運用や

機材等について広報広聴課、災害対策

課、国際化推進事業協力員とともに現

地確認を行い、災害時の対応について

共有を行った。また、震災訓練として、

発災時に活用する各システム等につい

て操作確認を行った。 

40 
「世田谷区防災

ポータルサイト」

による情報発信 

災害対策課 

令和 5 年 9 月に運用を開始した「世

田谷区防災ポータルサイト」によ

り、ウェブサイト上で災害時の避難

情報や避難所の開設情報、日頃から

の備えに役立つ避難所やハザード

マップ等の情報を、多言語で発信し

ます。 

日本語を母語としない方向けに、防災

ポータルサイト内に多言語への翻訳ボ

タンを追加した。 
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実績に対する評価 今後の取組み 備考 

広域避難場所標識の多言語化にむけて予算化を

進めたことで、災害等に対する備えの充実に寄

与した。 

多言語化できていない標識について、優先順位

をつけて多言語化を進めていく。 
 

「外国人支援班活動マニュアル」や「総合防災

システム」を用いて係内で災害時における連携

体制や業務について確認することにより、災害

時の役割の具体的なイメージを持つことができ

た。 

引き続き関係所管と調整し、より具体的な運用

の検討や職員向けのマニュアルの見直しなど、

実効性のある体制づくりを行っていく。 

 

左記を実施することで、日本語を母語としない

方へも、災害時の避難情報や避難所の開設情報、

日頃からの備えに役立つ避難所やハザードマッ

プ等の情報を発信することができた。 

引き続き区啓発物等で防災ポータルを周知す

ることで、より多くの方にサイトを利用いただ

けるよう努める。 
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基本方針 1：誰もが安心して暮らせるまちの実現    

(5)ICTを活用した環境整備  
 情報ツールの発達と普及を踏まえ、外国人等も容易に情報にアクセスできる有効な手段として ICT 等を幅

広く活用し、情報が取得しやすい環境を整えます。 

 

【施策に対する評価と課題】 
 令和 6（2024）年 9 月に区ホームページがリニューアルしたことにより、従来の 3 言語から 131 言語への

自動翻訳が可能となり、外国人住民が情報を取得しやすい環境づくりをすすめることができた。外国人住民

向けページにおいては、相談窓口や日本語教室の案内など、外国人住民にとって必要性の高い情報提供を行

っている。引き続き、国や東京都等の関係機関の情報収集を適宜行い、外国人住民が適切な情報を得られる

よう工夫していく。  

  項目 所管課 内容 実績・数値等 

41 

デジタルブック

（カタログポケ

ット）による情報

発信 

広報広聴課 

区のおしらせ「せたがや」を多言語

対応の無料アプリケーション「カタ

ログポケット」により配信します。 

外国語の自動翻訳による閲覧数 104 件 

※対応は 10 言語（日本語、英語、中国

語（簡体字・繁体字）、韓国語、タイ

語、ポルトガル語、スペイン語、イン

ドネシア語、ベトナム語） 

42 

ホームページの

多言語表示及び

自動翻訳サービ

スの運営 

広報広聴課 

区のホームページにおいて、自動翻

訳サービスによる多言語対応に努

めます。 

自動翻訳による閲覧数は 159,005 件。 

※対応は英語、中国語（簡体字・繫体

字）、韓国語等の計 131 か国語。令和

6(2024)年 9 月に実施した区ホームペ

ージのリニューアルにて自動翻訳可能

な言語を拡大した。また、AIによる自

動翻訳を取り入れ、より正確な翻訳と

なるよう精度向上を図った。 

43 
外国人向けペー

ジの充実 

関係各課 

文化・国際課 

広報広聴課 

区のホームページのリニューアル

に合わせて、関係各課で作成した多

言語冊子やチラシ等を一覧に掲載

する外国人等に向けたページの充

実を図ります。 

令和 6(2024)年 9 月の区ホームページ

のリニューアルにおいて、外国人住民

向けページのデザイン・構成を一新す

るとともに、トップページやヘッダー

に当該ページへのリンクを設置するこ

とで、よりわかりやすく辿り着きやす

いページとなるよう構築した。 

44 

観光情報サイト

「エンジョイ！

SETAGAYA」による

情報発信 

経済課 

区内のおすすめ「まち歩きコース」

の紹介をはじめ、「イベント情報」、

「観光スポット」、季節感やトレン

ドを反映した「特集記事」など、様々

な角度から世田谷の魅力を多言語

（英語、中国語、韓国語）で発信し

ます。 

区内のおすすめスポット等、世田谷の

魅力を多言語で発信した。 

 

閲覧数（PV 数）：386,318 ページ 
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実績に対する評価 今後の取組み 備考 

1 号あたりの外国語閲覧数平均は、令和 5(2023)

年度は 2.4 件（105 件/43 回）、令和 6(2024)年

度は 2.5 件（104 件／41 回）とほぼ横ばいであ

った。 

引き続き、継続して配信する。  

自動翻訳による閲覧数は 

令和 2(2020)年度 119,304 件 

令和 3(2021)年度 162,360 件 

令和 4(2022)年度 145,011 件 

令和 5(2023)年度 137,950 件 

令和 6(2024)年度 159,005 件 

と推移している。近年、閲覧数が減少傾向にあ

ったが、令和 6(2024)年度は 21,055 件の増加が

みられた。 

引き続き、自動翻訳サービスの提供、訳質精度

の向上に努める。 
 

外国人住民向けページにおいては、国・都及び

関係機関の情報収集を適宜行い、積極的に「や

さしい日本語」での発信を行うことで、外国人

住民が最新の情報を得られるよう工夫をした。 

今後も、外国人住民向けページでの「やさしい

日本語」や多言語表記の活用を進め、外国人住

民にとって必要性の高い情報について、迅速か

つ的確な情報提供を行っていく。 

 

世田谷の魅力を多言語で PR することができた。 
引き続き、世田谷の魅力を多言語で発信してい

く。 
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  項目 所管課 内容 実績・数値等 

45 
公衆無線LAN環境

の整備拡充 

政策企画課 

DX 推進担当課 

災害対策課 

区民生活の利便性向上を図るため

の行政手続きや、区民利用施設にお

ける自主活動、生涯学習など学習環

境を整えるため、また、防災時にお

いて区民が情報収集を迅速に行い、

適切な行動に繋げるため公衆無線

LAN のアクセスポイントを拡充しま

す。 

新規整備箇所：本庁舎東・西棟及び新

BOP・学童クラブ、一部区民センター・

区民集会所など 

フリーWi-Fi の区内全域での統一的な

配置を進めている。「行政手続き」「教

育学習・生涯学習」「区民活動利用」

「防災（避難所用）」という４つを利

用目的とした「世田谷区フリーWi-Fi

整備計画」に基づき、新たに本庁舎東・

西棟及び新 BOP・学童クラブ、一部区民

センター・区民集会所などへの配備を

行った。 

46 
世田谷デジタル

ミュージアムに

よる情報発信 

生涯学習課 

区の歴史文化に関するウェブサイ

ト「世田谷デジタルミュージアム」

を通じた情報発信を推進します。区

内の文化財や郷土資料館の収蔵資

料などの紹介、区内のまち歩きの際

の地域の文化財の案内など、ICT 技

術を活用するとともに、多言語化し

たコンテンツを設け、外国人等に向

けて世田谷の歴史や文化、身近な文

化財についての魅力を伝えます。 

・区指定天然記念物と区指定無形民俗

文化財に関する動画を制作した。 

・外国人等に向けた情報発信を進める

ため、ウェブサイト上の機能で、英語、

中国語、韓国語を選択し自動翻訳が可

能となった。 

・デジタルミュージアム閲覧数

240,216 件 

47 

タブレット端末

による通訳サー

ビス等の活用促

進（再掲） 

文化・国際課 

通訳アプリケーションを導入した

タブレット端末等の配置窓口を拡

大することにより、外国人等の来庁

者等と円滑なコミュニケーション

を図ることで、窓口業務の効率化と

窓口サービスの向上につなげます。 

令和 5(2023)年度に全庁的な通訳サー

ビスの需要調査を行い、令和 6(2024)

年度より庁内の区民対応窓口各課を中

心にタブレット端末等による通訳サー

ビスを新たに 12 箇所追加配備した。 

庁内総合計数：19 箇所 

通訳サービス総利用実績：1,176 件 

対応言語数：14 言語 
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実績に対する評価 今後の取組み 備考 

世田谷区フリーWi-Fi 整備計画に基づいた各施

設への整備を実施した。また、各施設の利用者

ニーズに合わせたサービスへ切り替えること

で、費用面においても適切な整備を進めること

ができた。 

「世田谷区フリーWi-Fi 整備計画」に基づき、

未整備施設への Wi-Fi 環境の整備を進め、区民

の利便性向上を図る。 

 

外国人等を含む多くの方に対し、区の歴史文化

を多言語で情報提供することができた。 

引き続き、世田谷の歴史や文化について多言語

による情報を発信していく。 
 

多言語遠隔通訳サービスを拡充することによ

り、窓口業務の効率化と窓口サービスの向上に

つなげることができた。 

文化・国際課で保有している貸出用タブレット

について広く周知し、庁内における通訳サービ

スの活用を促進していくとともに、各窓口での

実態や課題把握に努め、より効果的な通訳サー

ビスの運用について検討していく。 
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基本方針 2：地域社会における活躍の推進  
  

(1)多文化共生の地域交流促進 
 地域住民との相互理解を深めるための様々な交流事業の開催や、外国人等が地域で活躍できる場をつ
くることにより、地域の多文化共生を推進します。 
 

【施策に対する評価と課題】 
 様々なイベントを通じ、広く外国人住民と日本人住民の交流の場を提供することができた。「せたが
や国際メッセ」については、会場規模により前年度よりも少ない入場者数となったが、令和 7（2025）年
度は会場拡大及びホストタウンコンサートの同時開催により参加者数の増加を目指す。 
 引き続きせたがや国際交流センター（クロッシングせたがや）や関係機関と連携しながら事業を実施
するとともに、外国人住民向けの周知を更に強化し、参加しやすい環境づくりを進める必要がある。 

  項目 所管課 内容 実績・数値等 

48 
トライアングル
フェスタの実施 

烏山総合支所
地域振興課、 
児童課 

上智大学祖師谷国際交流会館と
連携して、烏山地域でのお祭りを
実施し、地域の絆と国際交流を深
めます。 

令和 6(2024)年度は、上祖師谷地区会
館の改修工事を受け、3者共催での開
催は中止し、規模を縮小して開催し
た。 

49 
三茶 de 大道芸の
実施 

文化・国際課 
せたがや文化
財団文化生活
情報センター 

第一線で活躍する国内外の大道
芸人によるパフォーマンスを実
施し、外国人住民及び区内外から
集う人々との交流を通じ、ふれあ
いの輪を広げます。 

令和 6(2024)年 10 月 19 日～20 日開
催 
来場者数：約 171,000 名 

50 
せたがや国際メ
ッセの実施 

文化・国際課 
せたがや国際
交流センター 

区内大使館や大学、国際交流団体
と連携し、ブース出展やステージ
イベント、体験コーナー等を実施
するとともに、チラシ・パンフレ
ットにルビを振るなど、誰もが気
軽に多様な文化に触れられる機
会を作ります。 

成城ホール及び成城ホール集会室に
て、（公財）せたがや文化財団国際事
業部（せたがや国際交流センター）と
の共催で「第 8 回せたがや国際メッ
セ」を実施した。 
実施日：令和 6(2024)年 11 月 30 日 
来場者：約 1,000 名 

51 
English Table の
実施 

文化・国際課 

区内大学に通う留学生と、各テー
マに対して英語でコミュニケー
ションを図ることで、日本人が英
語に親しむ機会を作るとともに、
参加者間での交流を深めます。 

成城ホール集会室にて、「第８回せ 
たがや国際メッセ」の中で開催した。 
1 回 30 分、全 4 回実施。 
実施日：令和 6(2024)年 11 月 30 日 
参加者数 66 名 

52 
「やさしい日本
語」でまち歩き 

せたがや国際
交流センター 
経済課 

日本人住民と外国人住民が共に
世田谷の魅力を感じることので
きるまち歩きツアーを実施する
とともに、多文化料理食べ歩きマ
ップなど多文化を新たな魅力と
した情報発信を推進します。 

【さんちゃ にほんご まちたんけん】 
「外国人のための日本語教室」 
「日本語サポーター講座」受講者 
対象に実施。三軒茶屋の商店街と 
交流しながらまち散策を開催した（2
回実施：参加①43 名②50 名）。 

53 
外国人向け英語
によるまち歩き 

せたがや国際
交流センター 
経済課 
世田谷産業振
興公社 

英語ガイドが区内の有名場所を
案内します。 

【多文化理解講座】 
外国人のための“英語で野点”（参加
18 名） 
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実績に対する評価 今後の取組み 備考 

来場者数約 5,000 人が来場し、賑わいのあるイ

ベントとなった。 

今年度は、上祖師谷地区会館の改修工事が終了

するため、3 者共催のトライアングルフェスタ

として実施する予定。 

 

28 回目を迎えた令和 6(2024)年は、テンプル大

学や日本大学と新たに連携し、会場を増やして

エリアを拡大した。ボランティアスタッフの募

集も再開し、商店街と共同で街の装飾作りを行

うなど、通常開催が実現した昨年度と比較して

も、さらに充実した内容のイベントとなった。 

令和 7(2025)年 10 月 18 日（土）・19 日（日）

開催予定 
 

前回に引き続き、来場者に対する多文化共生の

啓発に加え、参加団体同士の交流にも繋げるこ

とができた。 

令和 7(2025)年度も、（公財）せたがや文化財

団国際事業部（せたがや国際交流センター）と

の共催を予定している。令和 6(2024)年度の内

容を精査し、適切な開催形式で開催する。 

 

前回に引き続き、多くの方に英語でのコミュニ

ケーションの機会を提供することができた。 

せたがや国際メッセの開催に併せ、（公財）せ

たがや文化財団国際事業部（せたがや国際交流

センター）と連携しながら実施に向けた準備を

行っていく。 

 

日本語教室の外国人受講者と日本人サポーター

が同じグループで行動することで、より活発に

意見交換ができる交流イベントとなった。また、

まち散策には地元の商店街にも協力いただき、

参加者にとっては地域の魅力を発見する機会と

もなった。 

従来の世田谷の名所をツアーで巡る企画と併

せて、地域の方々とも交流しながら散策できる

ように企画構成を工夫する。 

 

外国人対象の野点体験ワークショップを、瀬田

四丁目旧小坂緑地内を会場に開催した。同企画

では(一社)世田谷トラストまちづくり協力によ

る旧小坂邸宅内の見学とガイドによる解説も行

い、日本の伝統文化体験とあわせて歴史的建造

物への理解を深める機会ともなった。 

令和７(2025)年度は、従来のまち歩き企画とあ

わせて、外国人対象に日本文化に親しめる事業

を充実させる。外国人住民のニーズの把握に努

め、幅広い世代の関心が集まる事業を検討す

る。 
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 項目 所管課 内容 実績・数値等 

54 
子ども企画の実

施 

せたがや国際

交流センター 

夏休み期間中に、子どもたちがイベ

ントを通じて海外の人と触れ合う

ことのできる機会を設けます。 

【多文化理解講座】 

“子ども大使"のアンゴラ共和国大使館

訪問（参加 20名）。 

ウィニペグ市中学生訪問団・日本文化体

験プログラム「テーブル茶道ワークショ

ップ」(受託)（参加 27名）。 

55 
韓国語でおしゃ

べり 

せたがや国際

交流センター 

国際交流センターにて、韓国語で話

したい方が集まり韓国語のネイテ

ィブスピーカーと一緒におしゃべ

りをします。 

国際交流センターの韓国人スタッフに

よる韓国語講座を実施した。 

毎月 2 回程度 

延 22 回（参加者延 84 名） 

56 

多文化共生の地

域机づくりに関

する担い手の育

成 

せたがや国際

交流センター 

日本語学習支援ボランティアの養

成講座や多文化理解講座などの実

施により、多文化共生の意識づくり

の担い手となる人材を育成し、外国

人住民との交流や日本語学習の支

援などに活かしていきます。 

(再掲） 

「日本語サポーター講座・初級」  

（参加：前期 37 名 後期 42 名 第 3 期

46 名）  

「日本語サポーター講座・中級編」（参

加 60 名） 
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実績に対する評価 今後の取組み 備考 

小学校５～６年生を対象にアンゴラ共和国大使

館への訪問を実施。参加者にとって食文化やダ

ンスなど多文化体験から学べる貴重な機会とな

った。 

子どもたちが事業を通じて海外の人と触れ合

う機会を増やせるように計画を進める。 
 

韓国人スタッフが中心となり、テーブルを囲ん

で韓国の文化や慣習などテーマに韓国語で会話

して交流する。毎回 4～5 名程の参加者がより身

近な感覚で韓国文化に触れることで多文化への

理解と親近感を深める機会となった。 

少人数で気軽に参加できる企画を希望する区

民の声も見受けられるため、外国人住民のニー

ズにあわせた小規模でも充実した企画を、協力

団体を募って連携することを検討し、交流の場

の拡充を図る。 

 

(再掲）日本語支援ボランティアに携わりたい方

及び初心者を対象に、日本語支援の心構えや技

術力向上、人材育成を目指した初級講座を実施。

当初、2 期予定が各定員 40 名に対し 120 名以上

が応募のため急遽第 3 期を実施した。また、日

本語支援ボランティア経験者の資質向上を目的

に中級講座（1 回完結）も実施した。 

(再掲） 

サポーター講座の修了者が次のステップとし

て活動できる場の検討を進める。受講者のレベ

ルや志向にあわせた選択が可能な体制を、様々

な分野の活動団体と連携し検討を図る。 
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基本方針 2：地域社会における活躍の推進  
  

(2)地域活動への参加促進【重点】 
 外国人等が地域住民の一人として地域社会に参加・活躍できるように、地域コミュニティやボランテ

ィア活動への参加を促進します。 

 

【施策に対する評価と課題】 
 令和 4（2022）年度に実施した「世田谷区における外国人区民の意識・実態調査」では、約 25％の外国

人住民が「町会・自治会を知らない」と回答している。外国人住民にも分かりやすいよう、「やさしい日

本語」や多言語を活用し周知を図る必要がある。 

引き続きせたがや国際交流センター（クロッシングせたがや）と連携しながら、外国人住民がボランテ

ィアやイベント等を通して地域社会に参加・活躍できる仕組みづくりを検討していく。 

  項目 所管課 内容 実績・数値等 

57 
町会・自治会など

地域活動団体に

対する理解促進 

地域行政課 

外国人等にもわかりやすい「や

さしい日本語」やルビ等を活用

したチラシや多言語化したリ

ーフレットを配布するなどし

て、地域活動について周知、啓

発に取り組むとともに、外国人

等の参加を促進します。また、

町会・自治会に多文化共生の取

り組みについて情報提供し、理

解を深めていきます。 

転入者等に、多言語版町会・自治会加入

促進ちらしの印刷・配布を行った。 

58 
「おたがいさま

bank」への登録促

進 

市民活動推進

課 

文化・国際課 

「おたがいさま bank」とは、社

会福祉法人世田谷ボランティ

ア協会と連携して構築したボ

ランティア人材バンクです。外

国人等が参加するイベント等、

多様な地域活動に対応できる

よう、登録の促進を図ります。 

登録者数 3,961 人（令和 7(2025)年 3 月

末現在） 

 「おたがいさま bank」と AI システム

（GBER）を活用したマッチング事業の実

施（登録者数 687 名、マッチング件数 45

件） 

ボランティア活動をしたい方、サポート

を求めている方や団体を対象としたセ

ミナーを実施 

59 
外国人ボランテ

ィアの活躍機会

拡充 

文化・国際課 

せたがや国際

交流センター 

ボランティアを希望する外国

人等が、身近なところから通訳

や地域のボランティアとして

活躍できる場を広げます。 

・「Crossing Setagaya Newsletter」の

翻訳（英語、中国語）：5 名 

・スフィーダ FC 異文化交流イベント（令

和 6(2024)年 6 月 8 日開催）：留学生 2

名 

・English Table：留学生 14名 

・外国人との意見交換会における通訳ボ

ランティア：1 名 

60 
区内におけるイ

ベントや地域活

動等の情報提供 

関係各課 

文化・国際課 

区内のイベントや地域活動な

どの一覧をホームページ等で

掲載し、外国人等の参加促進を

図ります。 

－ 
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実績に対する評価 今後の取組み 備考 

町会・自治会会員が外国人住民へ話しかける一

つのきっかけとして、また、外国人住民からの

問い合わせの際の資料として、多言語対応した

ちらしを役立てている。 

多文化共生の取組みについて情報提供をする

など、町会・自治会に向けても理解を求めてい

く。 

市民活動推進課

から地域行政課

に移管 

「おたがいさま bank」と AI システム（GBER）

を活用して、地域人材と地域活動をマッチング

することで、ボランティア活動を促進し、地域

参加・地域貢献の活性化を図った。 

「おたがいさま bank」と AI システム（GBER）

を運用する社会福祉法人世田谷ボランティア

協会と連携し、ボランティアセミナー等を開催

することで、登録者の促進を図り、ボランティ

ア活動をしたい方の経験や意欲などと、サポー

トを求める方や団体などを結び付け、ボランテ

ィア活動の機会を拡充するとともに、地域活動

や団体活動の活性化を図る。 

 

交流イベント等において外国人ボランティアを

活用し、地域での活躍機会の提供を行うことが

できた。 

せたがや国際交流センター（クロッシングせた

がや）と連携しながら、外国人住民を含めたボ

ランティアが地域社会で継続して活躍できる

よう、活用方法や機会提供の検討を行ってい

く。 

 

－ 

せたがや国際交流センター（クロッシングせた

がや）と連携し、外国人住民が地域の情報を得

て気軽に活動に参加できるよう検討を行って

いく。                   
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基本方針 2：地域社会における活躍の推進  
  

(3)区政への参画推進 
 区政に参加できる機会として、調査や交流イベントを実施し、外国人等の視点や経験等を活かした意見を

聴いていきます。 

 

【施策に対する評価と課題】 
 外国人住民の意識や意見を把握する機会として、外国人アンケート調査や「外国人との意見交換会」を実

施した。外国人アンケート調査は回収率が低い傾向にあるため、回収率向上に向けた工夫を行っていく。意

見交換会では、話し合いの意見を多文化共生リーフレットに反映させることにより、参加者の区政参画意識

を醸成することができた。 

引き続き、調査や交流イベント等を通して区政への参加を促進していくとともに、いただいた意見を参考に多文

化共生の施策を推進していく。 

  項目 所管課 内容 実績・数値等 

61 

各会議体やイベ

ント等における

外国人の意識の

把握 

関係各課 

文化・国際課 

区民の意見を反映するための会議

やイベントについて、より多くの外

国人住民が参加でき、意見やニーズ

を収集・把握できるよう取り組みま

す。 

世田谷区男女共同参画・多文化共生推

進審議会及び多文化共生推進部会委

員：1 名 

「せたがや会議～みんなで考える多文

化共生のまち～」（外国人との意見交

換会）外国人参加者数：16 名 

62 
区民意識調査の

実施 
広報広聴課 

区民意識調査において、外国人等を

含むアンケート調査を多言語によ

り実施し、外国人等の声を区政に反

映します。 

調査票等について、日本語(ルビ付)の

ほか、英語に翻訳のうえ区民意識調査

を実施した。  

調査対象者 

（外国籍 158 人／対象数 5,000 人） 

63 
外国人との意見

交換会の実施 
文化・国際課 

外国人等の意見を区政に反映させ

るため、区内の外国人住民同士ある

いは、区内の外国人住民と日本人住

民による行政課題をテーマとした

意見交換会を実施します。 

「様々な言語・文化を持つ人々がとも

に暮らしていくために」をテーマに、

多文化共生を分かりやすく伝えるため

のリーフレット案を作るワークショッ

プを行った。 

実施日：令和 6(2024)年 12 月 14 日 

参加者数：30 名（うち、外国人住民 16

名） 

64 
外国人アンケー

ト調査の実施 
文化・国際課 

外国人住民の意見を聞くために、ア

ンケート調査を実施します。 

区内在住外国人 500 名を対象に、「世

田谷区における外国人区民へのアンケ

ート調査」を実施した。 

回収数：54 件（回収率 10.8％） 

65 
日本人住民への

意識調査 
文化・国際課 

日本人住民の多文化共生に関する

意見等を反映させるため、調査を実

施します。 

「区政モニターアンケート調査」にお

いて、多文化共生に関する設問を行っ

た。 

有効回収数：177 名（区政モニター登録

者数 192 名） 

調査期間：令和 6(2024)年 10 月 30 日

～11 月 13 日 
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実績に対する評価 今後の取組み 備考 

会議体やイベントにおいて、区の施策等に対し、

外国人住民の視点に立った様々な意見を聞くこ

とができた。 

引き続き、イベント等においてより多くの外国

人住民が参加でき、意見やニーズを収集・把握

できるよう取り組んでいく。 

 

地域別の人口・性別・年齢比率に合わせて調査

対象者を無作為抽出して実施した。 

引き続き、外国人住民を調査対象者に含めて実

施する。 
 

参加者にとって多文化共生についての認識を深

める機会になったとともに、交流の場としても

非常に有効であり、参加者からは「とてもいい

経験となった」「次回も参加したい」など満足

の声を得ることができた。 

令和 7(2025)年度も事業を継続し、より多くの

外国人住民の参加を目指す。また、開催にあた

っては、今後の区政に反映できるようなテーマ

設定を検討する。 

 

「世田谷区第二次多文化共生プラン」に掲げる

数値目標や日常生活について、外国人住民の意

識を把握することができた。しかし、回収率は

10.8％と低い状況にあるため、回収率向上に向

けた工夫が必要である。 

調査結果を参考に、外国人住民により効果的な

取組みやその手法を検討し、実施に繋げてい

く。 

また、回収率向上に向け、送付用封筒の色や礼

状兼回答督促はがきの作成等の工夫を行う。 

 

これまで主に日本人住民を対象にした意識調査

を実施していなかった中で、多文化共生につい

ての質問を行うことにより区民の意識啓発を図

るとともに、記述回答により様々な意見を伺う

ことができた。 

令和 7(2025)年度も実施する予定。 

これまで行ってきた外国人住民の意識を把握

する機会のみならず、日本人住民の意識につい

ても把握し、区民の区政参画推進に繋がる取組

みとして実施していく。 
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基本方針 3：多文化共生の意識づくり及び偏見・差別の解消  
(1)多様な文化を受け入れる意識の醸成【重点】 
 多様な文化を理解し合える交流イベント等を開催し区民一人ひとりが、自らのルーツとなる言語や文化、

また互いの言語や文化について相互理解を深め、人権を尊重し合いながら共に暮らしていける多文化共生の

意識づくりを推進します。 

 

【施策に対する評価と課題】 
全 6回の多文化理解講座の実施や多文化共生啓発リーフレットの作成等、様々な事業を通して多文化共生の意

識啓発につなげることができた。リーフレットについては、区民が考えた「多文化共生のキャッチコピー」が掲

載されており親しみやすい内容となっているため、せたがや国際交流センター（クロッシングせたがや）や各イ

ベント等を通して広く周知・啓発を行っていく。 

今後も様々な機会を活用し、多文化共生の意識醸成に努めていく。  

①イベント 

  項目 所管課 内容 実績・数値等 

66 
人権啓発イベン
トの実施 

人権・男女共同
参画課 

人権に対する正しい知識の普
及啓発を図るため、区民・事業
者とともに人権啓発イベント
を実施する。 

・玉川にて講演と映画のつどいを実施した。
（外部講師による「人の命を守る～気象・防
災情報の見方で判断力を育てる～」をテーマ
に講演及び映画「生きる 大川小学校 津波
裁判を闘った人たち」の上映会を行った。 
 来場者数：274名（一般：168名、研修生：
86名、その他来賓等：20名） 
・区民まつり、梅まつりにブースを出展し、
人権普及啓発を行った。 

67 
英語による絵本
の読み聞かせ 

せたがや国際
交流センター 

せたがや国際交流センターに
て、来館する子どもたちに英語
話者が絵本の読み聞かせをし
ます。 

国際交流センターの外国人スタッフによる
多言語による絵本の読み聞かせ会を実施。 
火曜日:中国語、水曜日：英語、木曜日：韓
国語、金曜日:中国語、土曜日：英語 
来館者からリクエストに合わせて随時実施
する。※日曜日は「折り紙デコレーション」
を実施。 

68 

子ども向け多文
化理解イベント
の実施（区立図書
館） 

中央図書館 

日本語以外を母語とする子ど
もたちにも本に出合う機会を
広げるとともに、多様な文化の
交流の機会を設けるため「世界
のことばで読み聞かせ」など多
言語に関わるイベントを実施
します。 

多言語おはなし会「世界の言葉で読み聞か
せ」の実施 
計 5 回実施、102 名参加 

69 

アメリカ選手団
をはじめとした
外国人選手と区
民との交流事業
の実施 

スポーツ推進
課 

東京２０２０大会のレガシー
を活かした取組みとして、アメ
リカオリンピック・パラリンピ
ック委員会や関係団体と連携
し、アメリカをはじめとした外
国人選手との直接交流の場を
継続して設けていくことで、多
文化社会の理解・促進を図りま
す。 

選手とのスケジュールが合わず、交流事業
の実績なし。 

70 
ホストタウン交
流イベントの実
施 

文化・国際課 

世田谷区がアメリカ合衆国の
ホストタウンであることから、
アメリカ発祥の音楽等を通じ
て区民がアメリカ合衆国の文
化に触れる機会を創出し、多文
化や多様性への理解を促進し
ていきます。 

「第 6 回ホストタウンコンサート」にてゴ
スペルコンサートを実施した。 
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実績に対する評価 今後の取組み 備考 

講演と映画のつどいでのアンケートでは、人権

に関する理解や関心について、理解が深まった

が 86％であり、人権普及啓発に寄与した事業と

言える。 

令和 7(2025)年度も継続して講演と映画のつど

いを実施予定。また、区民まつり、梅まつりも

引き続き出展していく予定。 

 

国際交流センター来館者を対象にした外国人ス

タッフによる多言語による絵本会。曜日ごとに

スタッフが対応。来館者のリクエストから絵本

の読み聞かせを行う。特に週末に来館する親子

の場合は、イベント参加を目的に訪れるケース

も少なくはない。 

日常的な活動からも多言語や多文化に接する

機会を増やしていく。国際交流センター内での

外国人スタッフによるイベント・プログラムの

充実化を図る。また、館内展示でもイベントの

補助や PR を行い連動することで協力団体との

連携を図る。 

 

子どもたちが絵本を通じて、文化や言語の多様

性について触れることができた。 

地域図書館においても同様の取組みが実施で

きないか検討をする。 
 

選手のスケジュールによって実施できるかでき

ないかが決まってくるため、事業実施の不安定

さが課題となる。 

令和７(2025)年度は、東京 2025 世界陸上開催

に伴い、アメリカ陸上連盟が事前キャンプを行

うことから、アメリカ選手との交流の機会を設

けられるよう調整する。 

 

世田谷区民会館エントランスホールにてアメリ

カ発祥の音楽「ゴスペル」を開催。約 300 名の

来場者が気軽にアメリカ文化に触れ、楽しめる

機会を創出することができた。 

東京 2020 大会のレガシーである「共生のまち
世田谷」の実現を目指すため、ホストタウン・
共生社会ホストタウンの取組みを庁内で連携
しつつ継続していく。また、様々な機会を捉え、
ホストタウンロゴマークの活用、事業者との協
力による情報発信を通じて、世田谷区がアメリ
カ合衆国のホストタウンであることを周知す
るとともに、多文化や多様性への理解を促進す
る。 
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 項目 所管課 内容 実績・数値等 

71 
キネコ国際映画

祭の実施 
文化・国際課 

映画を通じて世界の芸術や文化に

触れ、豊かな感性を育むため、子ど

もたちのための国際映画祭である

「キネコ国際映画祭」の実施を共催

し、支援していきます。 

令和 6(2024)年 10月 31日～11月 6日開

催（二子玉川） 

参加者数 86,427名 

72 
にほんご交流会

の実施（再掲） 

せたがや国際

交流センター 

外国人住民と日本人住民が少人数

のグループに分かれ、それぞれのテ

ーマに沿って「やさしい日本語」で

会話をする交流会を実施します。 

「にほんご交流会 IN テンプル大学」（5
回）会場：テンプル大学 
「にほんご交流会～く動く文化の魅力
について話そう」（1 回）会場：日大文
理学部（1 回） 
実施。 
（参加者合計：363 名） 

73 
トライアングル

フェスタの実施

（再掲）  

烏山総合支所

地域振興課 

児童課 

上智大学祖師谷国際交流会館と連

携して、烏山地域でのお祭りを実施

し、地域の絆と国際交流を深めま

す。 

令和 6(2024)年度は、上祖師谷地区会

館の改修工事を受け、3 者共催での開

催は中止し、規模を縮小して開催した。 

74 
三茶 de 大道芸の

実施（再掲） 

文化・国際課 

せたがや文化

財団文化生活

情報センター 

第一線で活躍する国内外の大道芸

人によるパフォーマンスを実施し、

外国人住民及び区内外から集う

人々との交流を通じ、ふれあいの輪

を広げます。 

令和 6(2024)年 10 月 19 日～20 日開催 

来場者数：約 171,000 名 

75 
せたがや国際メ

ッセの実施（再

掲） 

文化・国際課 

せたがや国際

交流センター 

区内大使館や大学、国際交流団体と

連携し、ブース出展やステージイベ

ント、体験コーナー等を実施すると

ともに、チラシ・パンフレットにル

ビを振るなど、誰もが気軽に多様な

文化に触れられる機会を作ります。 

成城ホール及び成城ホール集会室に
て、（公財）せたがや文化財団国際事
業部（せたがや国際交流センター）と
の共催で「第 8 回せたがや国際メッセ」
を実施した。 
実施日：令和 6(2024)年 11 月 30 日 
来場者：約 1,000 名 

76 
English Table の

実施（再掲） 
文化・国際課 

区内大学に通う留学生と、各テーマ

に対して英語でコミュニケーショ

ンを図ることで、日本人が英語に親

しむ機会を作るとともに、参加者間

での交流を深めます。 

成城ホール集会室にて、「第８回せたが
や国際メッセ」の中で開催した。 
1 回 30 分、全 4 回実施。 
実施日：令和 6(2024)年 11 月 30 日 
参加者数 66 名 

77 
「やさしい日本

語」でまち歩き

（再掲） 

せたがや国際

交流センター 

経済課 

日本人住民と外国人住民が共に世

田谷の魅力を感じることのできる

まち歩きツアーを実施するととも

に、多文化料理食べ歩きマップなど

多文化を新たな魅力とした情報発

信を推進します。 

【さんちゃ にほんご まちたんけん】 
「外国人のための日本語教室」 
「日本語サポーター講座」受講者 
対象に実施。三軒茶屋の商店街と 
交流しながらまち散策を開催した（2

回実施：参加①43 名②50 名）。 
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実績に対する評価 今後の取組み 備考 

雨天の影響で野外イベント・上映日が 1 日開催

中止となってしまったため、令和 5(2023)年度

より参加者が減少している。 

令和 7(2025)年度も、（一社）キネコ・フィルム

との共催を予定している。 
 

各回テーマを設け、日本語を学んでいる留学生

がやさしい日本語を用いた発表をする。後半は

参加者である日本人とテーブルを囲み意見交換

しながら交流を図る。定期的に実施されるため、

応募者も増加傾向にある。 

テンプル大学での交流会は好評で、留学生及び

地域住民の参加も増加傾向にある。今年度は日

大文理学部との連携も実現した。日本人参加者

は 50 代以上が多くリピーター率が高いことも

特徴。その反面、10 代～30 代の割合が低い傾向

にある。今後の課題は連携する会場の新規開拓

に取組み、幅広い世代の参加者を取り込む事業

を検討する。 

 

来場者数約 5,000 名が来場し、賑わいのあるイ

ベントとなった。 

今年度は、上祖師谷地区会館の改修工事が終了

するため、3 者共催のトライアングルフェスタ

として実施する予定。 

 

28 回目を迎えた令和 6 年度は、テンプル大学や

日本大学と新たに連携し、会場を増やしてエリ

アを拡大した。ボランティアスタッフの募集も

再開し、商店街と共同で街の装飾作りを行うな

ど、通常開催が実現した昨年度と比較しても、

さらに充実した内容のイベントとなった。 

令和 7(2025)年 10 月 18 日（土）・19 日（日）

開催予定 
 

前回に引き続き、来場者に対する多文化共生の

啓発に加え、参加団体同士の交流にも繋げるこ

とができた。 

令和 7(2025)年度も、（公財）せたがや文化財

団国際事業部（せたがや国際交流センター）と

の共催を予定している。令和 6(2024)年度の内

容を精査し、適切な開催形式で開催する。 

 

前回に引き続き、多くの方に英語でのコミュニ

ケーションの機会を提供することができた。 

せたがや国際メッセの開催に併せ、（公財）せ

たがや文化財団国際事業部（せたがや国際交流

センター）と連携しながら実施に向けた準備を

行っていく。 

 

日本語教室の外国人と日本人サポーターが同じ

グループで行動することで、より活発に意見交

換ができる交流イベントとなった。また、まち

散策には地元の商店街にも協力いただき、参加

者にとっては地域の魅力を発見する機会ともな

った。 

従来の世田谷の名所をツアーで巡る企画と併

せて、地域の方々とも交流しながら散策できる

ように企画構成を工夫する。 
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②ボランティア 

  項目 所管課 内容 実績・数値等 

81 

世田谷区ホーム

ステイボランテ

ィア家庭登録制

度への登録促進  

文化・国際課 

ホームステイを通じ様々な文化に

触れることで、多文化共生の意識が

醸成されるよう、ホームステイボラ

ンティアへの登録を促進します。 

新規登録家庭数：15 家庭 

利用実績：11 家庭  

総登録家庭数：65 家庭 

82 
観光ボランティ

アガイド事業の

実施 

経済課 

多くの観光客に世田谷の魅力を伝

えるため、観光ボランティアガイド

によるガイドを実施します。 

6 月に豪徳寺における外国人観光客向

けの観光ボランティアガイドを実施 

 

利用者数：83 名 

 

 

  項目 所管課 内容 実績・数値等 

78 
外国人向け英語

によるまち歩き

（再掲） 

せたがや国際

交流センター 

経済課 

世田谷産業振

興公社 

英語ガイドが区内の有名場所を案

内します。 

【多文化理解講座】 
外国人のための“英語で野点”（参加

18 名） 

79 
子ども企画の実

施（再掲） 

せたがや国際

交流センター 

夏休み期間中に、子どもたちがイベ

ントを通じて海外の人と触れ合う

ことのできる機会を設けます。 

【多文化理解講座】 

“子ども大使"のアンゴラ共和国大使館

訪問（参加 20名）。 

ウィニペグ市中学生訪問団・日本文化体

験プログラム「テーブル茶道ワークショ

ップ」(受託)（参加 27名）。 

80 
韓国語でおしゃ

べり（再掲） 

せたがや国際

交流センター 

国際交流センターにて、韓国語で話

したい方が集まり韓国語のネイテ

ィブスピーカーと一緒におしゃべ

りをします。 

国際交流センターの韓国人スタッフに

よる韓国語講座を実施した。 

毎月 2 回程度 

延 22 回（参加者延 84 名） 
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②ボランティア 

実績に対する評価 今後の取組み 備考 

新型コロナウイルス感染症の影響により休止し

て以降、初めて登録家庭の利用を再開すること

ができた。 

令和７(2025)年度も引き続き登録申請を受け

付け、姉妹都市等との交流事業の折には活用し

ていく。 

 

区内スポットの魅力を外国人観光客へ PR する

ことができた。 

引き続き、区内スポットの魅力を外国人観光客

へ発信していく。 
 

 

 

実績に対する評価 今後の取組み 備考 

外国人対象の野点体験ワークショップを、瀬田

四丁目旧小坂緑地内を会場に開催した。同企画

では(一社)世田谷トラストまちづくり協力によ

る旧小坂邸宅内の見学とガイドによる解説も行

い、日本の伝統文化体験とあわせて歴史的建造

物への理解を深める機会ともなった。 

引き続き事業を実施するとともに、より幅広く

参加が可能となるよう、応募要件等について検

討していく。 

 

小学校 5～6 年生を対象にアンゴラ共和国大使

館への訪問を実施。参加者にとって食文化やダ

ンスなど多文化体験から学べる貴重な機会とな

った。 

子どもたちが事業を通じて海外の人と触れ合

う機会を増やせるように計画を進める。 
 

韓国人スタッフが中心となり、テーブルを囲ん

で韓国の文化や慣習などテーマに韓国語で会話

して交流する。毎回 4～5 名程の参加者がより身

近な感覚で韓国文化に触れることで多文化への

理解と親近感を深める機会となった。 

少人数で気軽に参加できる企画を希望する区

民の声も見受けられるため、外国人のニーズに

あわせた小規模でも充実した企画を、協力団体

を募って連携することを検討し、交流の場の拡

充を図る。 

 



52 

 

 

 

 

 

 

③研修・講座等 

  項目 所管課 内容 実績・数値等 

83 
多文化理解講座

の実施 

せたがや国際

交流センター 

主に日本人を対象に、海外の文化や

慣習を知る機会を設けることで、多

文化共生の意識を醸成します。 

【多文化理解講座】 
「イスラム文化に触れてみよう～東京 
ジャーミイを訪ねる」（参加 48 名） 
「やさしい日本語で伝えよう」（参加
64 名） 
「オーストリア・ウィーン市ドゥブリ

ング区姉妹都市提携 40 周年記念 オ

ーストリアワインの魅力」（参加 40 名） 

84 
職員自主研修の

支援 
研修担当課 

語学講座・他国交流講座等の自己研

鑽の機会を提供します。 

職員の自主的な学習意欲を喚起する目 
的として、団体料金で受講できる講座 
の案内や受講料の一部を助成する「職 
員自主研修助成」を案内した。  
語学講座数：48 講座 受講者：0 名 
自主研修助成：0 名 
また、職員自身による自己啓発の支援 
として、自己啓発 Web システムを導入
し、自己研鑽の機会を拡充した。 
語学系コンテンツ数:31 種  
視聴人数：9 名 
※令和 7 年度からは語学系のコンテン

ツを視聴した人数を集計している。 

85 
職員向け人権研

修の実施 

研修担当課 

人権・男女共同

参画課 

職員の人権意識の啓発を図るため、

人権研修を実施します。 

採用 1 年目、技能 1 年目職員対象人権

研修：307 名 

常勤職員対象人権研修：747名 

会計年度任用職員対象人権研修：393

名 

86 
多文化共生啓発

リーフレットの

作成・配布 

文化・国際課 

区の多文化共生について紹介した

啓発リーフレットを作成し、配布を

行います。 

No63「外国人との意見交換会」での意

見をもとに、多文化共生啓発リーフレ

ットを作成した。 

公開先：区ホームページ、せたがや国

際交流センターホームページ 

87 

教育総合センタ

ーにおける英語

教室の実施（小学

生以上対象）～国

際理解教育事業 

事業推進担当

課 

小・中学生及び高校生・社会人・シ

ニアなど区民を対象に英語でのコ

ミュニケーションを体験するプロ

グラムを実施します。 

テンプル大学との連携により、英語体

験講座を小学生クラス 9 回（参加者数

延べ 165 名）、中学生クラス 9 回（参

加者数延べ 64 名）、高校生以上クラス

10 回（参加者数延べ 175 名）実施した。 

88 

教育総合センタ

ーにおける英語

教室の実施（乳幼

児対象）～国際理

解教育事業 

事業推進担当

課 

外国人講師と触れ合いながら保護

者と共に歌や手遊びなど遊び感覚

で英語を楽しみます。 

英語体験講座を 0 歳～2 歳の親子を対

象に 11 回（参加組数延べ 216 組）、3

歳～5 歳の親子を対象に 11 回（参加組

数延べ 212 組）実施した。 
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実績に対する評価 今後の取組み 備考 

【多文化理解講座】は、様々な題材、形式で実

施することで、幅広い世代の区民に多文化共生

の意識を啓発し、同時に外国人住民との交流の

機会も多く設けることができた。 

在住外国人対象に日本文化に触れる体験型ワ

ークショップの講座数を増やしていく。また

「やさしい日本語講座」も年 2 回実施や関連企

画でパネル展も開催するなど、やさしい日本語

の推奨による多文化共生への理解を深めてい

く。 

 

通信教育の受講者はいなかったが、自己啓発

Web システムを活用して、語学を学ぶ機会を提

供することができた。 

引き続き、職員自らが学ぶ意欲を持ち続けられ

るよう、時代に合わせた自己研鑽の機会を提供

する。 

 

人権について最新の正しい知識を習得させ、地

方公務員としてより高い人権意識を持たせる機

会を設けることができた。 

採用後も定期的に研修を実施して、職員が人権

意識について確認する機会を継続的に設ける。 
 

意見交換会において、各グループで考えてもら

った「多文化共生のキャッチコピー」や「外国

人住民も住みやすい町にするためにはどうすれ

ばいいか」等の意見をリーフレットに掲載する

ことにより、参加者にとっては、自分たちの意

見が区政に反映されたことを感じることのでき

る機会となった。 

令和 6(2024)年度で作成したリーフレットデザ

インをもとに令和 7(2025)年度は多言語化及び

印刷を行い、せたがや国際交流センターやイベ

ント等で広く周知を行っていく。 

 

テンプル大学の講師と大学生による英語でのア

クティビティを通して、楽しみながら英語や文

化について理解を深める機会を提供することが

できた。 

小学生クラスで定員を超える応募があるため、

実施回数を増やすとともに、引き続き様々なテ

ーマで英語でのコミュニケーションを体験す

るプログラムを提供する。 

教育研究・ICT 推

進課から事業推

進担当課へ組織

改正 

外国人講師による歌や工作、手遊びなどの親子

参加型のプログラムにより、遊び感覚で英語を

楽しむ機会を提供することができた。 

読み聞かせや身近なものを使った工作など、引

き続き乳幼児が親子で楽しく英語に触れる体

験ができるプラグラムを提供する。 

教育研究・ICT 推

進課から事業推

進担当課へ組織

改正 
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  項目 所管課 内容 実績・数値等 

89 
人権に関する意

識の啓発 

文化・国際課 

人権・男女共同

参画課 

せたがや国際

交流センター 

 

個人を尊重し、年齢、性別、LGBTQ な

どの性的指向及びジェンダーアイ

デンティティ、国籍、障害の有無な

どに関わらず、すべての区民の人権

が尊重され、自らの意思に基づき個

性と能力を十分に発揮することが

できるよう、講座や展示等を通し

て、人権に関する意識の啓発を行い

ます。 

【多文化理解講座】 

「難民映画祭パートナーズ上映会」

（来場者：119 名）。 

上映作品「戦火のランナー」「私は歌

う～アフガン女性たちの戦い」。 

90 

日本語以外を母

語とする人々へ

の資料提供等（再

掲） 

中央図書館 

各区立図書館において、区内在住の

方の母語（日本語以外）の主要な言

語を中心に、暮らしに必要な資料・

情報が母語で入手できるよう、資料

の収集・提供を行います。 

日本語以外を母語とする方々が必要と

する資料・情報の種類、および入手方

法についての調査を行った。 

91 

ユニバーサルデ

ザインのまちづ

くりに関する普

及啓発（再掲） 

都市デザイン

課 

ユニバーサルデザインとは、年齢、

性別、国籍、能力に関わらず、でき

るだけ多くの人が利用しやすいよ

うに生活環境を構築する考え方で

す。また、LGBTQ などの性的指向及

びジェンダーアイデンティティな

どの多様性を尊重した視点も必要

です。できるだけ多くの人にとって

わかりやすいデザインとその考え

方を示したガイドライン（情報のユ

ニバーサルデザインガイドライン）

の普及や職員向け研修をはじめ、区

民向けユニバーサルデザインワー

クショップ等により、ユニバーサル

デザインのまちづくりに必要な啓

発を行います。 

だれもが利用しやすい施設の整備・運

営を円滑に進めるため、令和 7(2025)

年 2 月 28 日に都市デザイン研修を開

催し、ユニバーサルデザインを意識し

た行政サービスの必要性を説明した。 

92 
職員向け「やさし

い日本語」研修等

の実施（再掲） 

文化・国際課 

「やさしい日本語」とは、普通の日

本語よりも簡単で、外国人等や高齢

者、障害者にもわかりやすく、情報

を発信する日本人にも使いやすい

ように考案された日本語のことで

す。各職場において、「やさしい日

本語」で対応できるよう、「世田谷

区多言語表記及び情報発信の手引

き」を活用し、職員向けに研修を実

施します。 

世田谷文化生活情報センターセミナー

ルームにて、職員を対象にした「やさ

しい日本語」研修を実施した。 

実施日：令和 7(2025)年 1 月 14 日 

受講者数：59 名 
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実績に対する評価 今後の取組み 備考 

世界難民の日に合わせて国連 UNHCR 協会との関

連事業「難民映画祭パートナーズ上映会」を実

施した（6 月 21 日）。2 本のドキュメンタリー

作品の上映を通じて、世界における難民問題の

現状を知って、自身でも考える機会とした。 

引き続き、世界難民の日に合わせて国連 UNHCR

協会との関連事業「難民映画祭パートナーズ上

映会」を実施。広報について Web の活用や広報

媒体による告知も検討して、幅広い年齢層への

周知を目指していく。 

 

英語以外の言語の資料の入手方法が課題であ

る。ベトナム語・ネパール語など在住人口が多

い一方、所蔵資料数が少ない言語への対応が特

に求められている。 

必要とされる資料・情報の種類についての調査

を継続して行うとともに、所蔵数が少ない言語

の資料数増加を検討する。 

 

庁内の各領域の職員が参加し、ユニバーサルデ

ザインに対する知識を広く浸透させることがで

きた。 

資料を庁内公開サイトに掲載するなど、情報発

信の拡大について検討する。 
 

「やさしい日本語」の基礎について幅広く周知

することができ、庁内での外国人住民対応能力

の向上に寄与することができた。 

令和７年度も引き続き講座を実施する。 

参加者からは時間が足りなかった、もっと学び

たかった等の声があったため、研修時間や内容

について講師と調整のうえ、より効果的な手法

等について検討していく。 
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基本方針 3：多文化共生の意識づくり及び偏見・差別の解消  
(2)学校教育における多文化共生に関わる教育の推進 
 幼少期から外国語に親しむ機会を増やすとともに、多文化共生についての意識を醸成するため、児童・生

徒を対象とした外国語教育の充実など、国際理解教育に加え、学校において人権尊重の視点に立った多文化

共生への取組みを推進します。 
 

【施策に対する評価と課題】 
計 46 名の児童・生徒が姉妹都市 3 市を訪れ、現地の日常生活を体験し様々な交流を行うことにより、国

際理解・多文化共生意識を深めることができた。また、学校においては、児童・生徒に対する国際理解教育

に加え、教員向けの人権教育研修を行い、各園・各校における計画的な指導につなげることができた。 

引き続き、海外派遣・受入や学校等における各取組みを通して、児童・生徒の意識醸成に努める。 

  項目 所管課 内容 実績・数値等 

93 
海外派遣等を通

じた国際交流事

業の実施 

文化・国際課、

教育指導課 

児童・生徒の国際理解を深めるとと

もに、国際化の進展に対応し、異文

化の理解・多文化共生の考え方に基

づき、世界の人々とともに生きてい

くことのできる資質・能力を醸成す

ることを目的に、児童・生徒の国際

交流事業に取り組みます。 

【小学生派遣】 

オーストラリア・バンバリー市派遣 

令和 6 年 10月 31 日～8 日（9日間） 

児童 16 名、引率 4 名 

オーストリア・ウィーン市・ドゥブリ

ング区派遣 

令和 6 年 10月 19 日～26 日（8 日間） 

児童 16 名、引率 4 名 

【中学生派遣・受入】 

カナダ・ウィニペグ市派遣・受入 

派遣：令和 6 年 9 月 12～22 日（派遣：

生徒 14 名・引率 4 名） 

受入：令和 7 年 1 月 27 日～2 月 8 日

（受入：生徒 13 名・引率 3 名） 

94 
国際理解教育の

充実 
教育指導課 

様々な国や地域の人々との交流や

多文化に触れる機会を拡充するな

ど、国際化の進展に対応し、児童・

生徒の国際理解を深め、世界の人々

と共に生きていくことのできる資

質・能力の基礎の育成を図ります。 

より多くの児童・生徒が国際的な視野

を広め、国際理解を深める教育を推進

するため、国内において国内留学プロ

グラム助成、小学校英語体験出張教室、

オンライン海外交流プログラム等の事

業を実施するほか新型コロナウイルス

感染症の影響により中止していた姉妹

都市交流を再開した。 

95 
小学校「外国語活

動」の充実 
教育指導課 

小学校低学年に外国語活動の時間

を設定し、ALT（外国語指導助手）を

派遣することで外国語に親しむ機

会を増やします。 

小学校 61 校にて実施した。 

96 
多様な手法によ

る英語教育の充

実 

教育指導課 

急速に進展する国際化を踏まえ、児

童・生徒が英語に親しみながら、多

様な手法により英語による実践的

なコミュニケーション能力の育成

を図ります。 

小学校にＡＬＴ及び英語活動支援員

を、中学校に外国語授業ＡＬＴと外国

語授業以外ＡＬＴを配置した。 

97 
多文化共生事例

の紹介 
教育指導課 

区立の小中学校で実施している国

際理解教育の具体的な参考事例を、

各校に共有し、多文化共生の意識の

醸成を図ります。 

各学校が独自につながりのある大使館

や留学生、海外日本人学校等とオンラ

インを活用するなどして出前授業や学

校紹介等、多文化共生の意識づくりに

資する国際交流活動に取り組んだ。 

98 

多文化共生等の

理解促進に向け

た人権教育研修

等の実施 

事業推進担当

課 

区教育委員会では、人権課題の一つ

に「外国人」を掲げ、各園・各校は

発達段階に応じて計画的な指導計

画の作成を進めます。また、区立幼

稚園、小・中学校の教育研修におい

て、人権教育研修を実施します。 

区立幼稚園、小・中学校（全 98 園・校） 

の教員を対象に人権教育研修を実施し 

た。 
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実績に対する評価 今後の取組み 備考 

新型コロナウイルス感染症の影響により休止し

ていた姉妹都市交流事業において、直接（対面）

交流を全面的に再開することができた。 

児童・生徒の海外派遣を実施しつつ、引き続き検

討を進める。 
 

国際化の進展に対応し、児童・生徒の国際理解を

深めるとともに、異文化理解に資する機会を児

童・生徒に提供することができた。 

異文化の理解・多文化共生の考え方に基づき、

様々な国や地域の人々との交流や多文化に触れ

る機会を拡充するなど、姉妹都市以外の国や地域

との交流についての研究も進めながら、児童・生

徒の海外交流派遣事業の在り方について検討す

る。 

 

令和 2(2020)年度からの高学年における外国語活

動の教科化については英語活動支援員を補助者

として配置することで引き続き対応し、中学年に

おける外国語活動の導入についてはＡＬＴを配

置することで引き続き対応することができた。 

小学校教員への英語研修の実施や、小学校ＡＬ

Ｔ・英語活動支援員との連携促進などにより、教

員の英語指導力の向上及び授業運営の改善を図

ることで、多文化共生に関わる国際理解教育を一

層推進する。 

 

英語を話す機会を増やすことにより、多様な手法

で実践的なコミュニケーション能力を育成する

ための環境が整備された。 

よりインタラクティヴなコミュニケーションの

機会を増やすために、ＡＬＴ・英語活動支援員の

更なる効果的な活用方法を模索する。 

 

多文化共生事例の紹介を通し、児童・生徒の意識

啓発に繋げた。 
引き続き、取り組んでいく。  

人権課題の重点である「外国人」をはじめ、「子

供」「障害者」「性自認」「性的指向」について

の理解を深め、各園・学校で計画的な指導を実践

することができた。 

引き続き、教職員に向けた人権教育研修を実施し

ていく。 

教育研究・ICT推進

課から教育指導課

及び事業推進担当

課に移管 
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基本方針 3：多文化共生の意識づくり及び偏見・差別の解消  
(4)不当な差別的取扱いへの対応強化 
 多文化共生施策に対する、区民または事業者からの苦情や意見の申し立て、相談等に対応します。 
 
【施策に対する評価と課題】 
 男女共同参画・多文化共生施策に対する区長への申立てが 1件あった。これまでの申立て状況を踏ま
え、申立て制度の周知の仕方や手続きの簡便化等、課題について検討を進める。  

  項目 所管課 内容 実績・数値等 

基本方針 3：多文化共生の意識づくり及び偏見・差別の解消  

(3)多文化共生・国際交流等を目的とした活動・団体支援の充実 
 多文化共生・国際交流団体の活動を活性化させるとともに、多くの人に広く知ってもらい、地域社会の協

力を得ることができるように、団体の認知度向上を図ります。 

 

【施策に対する評価と課題】 
 国際平和交流基金助成による支援団体は前年度よりも増加した。募集にあたっては、オンライン受付も可

能とし、手軽に申込が行えるよう工夫を行った。引き続き、申請件数の増加に向け事業の周知を行うととも

に、せたがや国際交流センター（クロッシングせたがや）と連携し国際交流活動団体の活動の場や機会の創

出に努めていく。  

  項目 所管課 内容 実績・数値等 

99 
国際平和交流基

金助成による団

体支援 

文化・国際課 

国際平和交流基金を活用し、区民に

よる自主的な活動団体の、多文化共

生や国際協力等を目的とした活動

を支援します。 

（１）国際交流活動助成 

助成団体：3 団体 

助成金額合計：55 万円 

（1 団体あたりの上限 20 万円） 

（２）バンバリー市マラソン派遣助成 

 コロナ禍以降、マラソン派遣助成を

休止し、令和 3(2021)年度からは手法

の見直し等によりオンラインで実施を

した（参加者数 5 名）。 

100 
国際活動団体へ

の支援 

せたがや国際

交流センター 

区内で活動する国際交流活動団体

等の活動内容を区民に紹介し、周知

を図るとともに、外国人支援や国際

交流活動に興味のある区民と団体

をつなげます。 

館内展示「世田谷区の国際協力団体紹

介パネル展」「子ども大使のアンゴラ

共和国大使館訪問」「せたがや国際交

流センター5 年のあゆみ」 

 

「国際交流 in せたがや 2024」（5 月 11

日 参加者：194 名） 

基本方針 3：多文化共生の意識づくり及び偏見・差別の解消  

(4)不当な差別的取扱いへの対応強化 
 多文化共生施策に対する、区民または事業者からの苦情や意見の申立て、相談等に対応します。 

 

【施策に対する評価と課題】 
 男女共同参画・多文化共生施策に対する区長への申立ては 0 件であった。制度が適切に活用されるよう、

委員会のあり方や周知等について検討していく。  

  項目 所管課 内容 実績・数値等 

101 

男女共同参画・多

文化共生施策に

対する苦情相談・

申立て等への対

応 

文化・国際課 

人権・男女共同

参画課 

条例に基づき、男女共同参画・多文

化共生苦情処理委員会において、多

文化共生施策に対する区民または

事業者からの苦情や意見の申立て、

相談等に対応します。 

区長への申立て件数：0 件 

（うち苦情処理委員会への諮問件数 0

件） 



59 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

実績に対する評価 今後の取組み 備考 

（１）前年度より申請団体数が増加したものの、

依然としてコロナ禍以降、活動を休止・縮小して

いる区内国際交流団体が多く、申請件数が伸び悩

んでいる。 

（２）オンライン実施を４年間継続したことによ

る一定の実績が積み上がりつつある。 

（１）助成団体についての適格な審査を行い、有

用な助成金の執行に努めるとともに、申請件数の

増加に繋がるよう事業の周知を行っていく。 

（２）各国の往来が規制緩和されたことから、次

年度以降の派遣助成事業再開の検討を進めてい

く。 

 

世田谷区内で活動する国際協力団体(17 団体)の

取り組みをパネルで紹介する館内展示を実施し

た。同展示は 8 月の「ふるさと区民まつり」でも

国際事業部ブース内で紹介した。 

海外の人々の交流を目的とする「国際交流 in せ

たがや 2024」を、世田谷海外研修者の会と共催で

実施。 

引き続き区内の国際活動団体の連携に努め、交流

の場としても区民と団体が繋がる機会を設ける

ことで、多文化共生の推進と世田谷の団体活動の

活性化を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

実績に対する評価 今後の取組み 備考 

申立て案件はなかったが、委員会のあり方につい

て、引き続き議論を深める必要がある。 

「世田谷区男女共同参画・多文化共生推進審議

会」において意見を聴取し、区民がより利用しや

すい制度となるよう、引き続き、検討する。 
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 出版物名 使用言語 内容 担部署名 

1 
特別区民税･都民税納税通

知書について 
英語、日本語 

特別区民税･都民税納税通知書に同封する説明

書、及び納税通知書の裏面に記載された項目の

英語版。希望者に窓口または郵送で配布。 

財務部 

課税課 

2 東京 23 区の住民税 
英語、中国語 

韓国語、日本語 

東京 23 区の住民税のしくみをわかりやす

く説明。※発行：特別区税務課長会 

財務部 

課税課 

3 
世田谷区全図/災害時区民

行動マ二ュアル 

英語、中国語、韓国

語、日本語 

防災情報を含んだ世田谷区全図及び地震対

策についての情報提供。 

危機管理部 

災害対策課 

生活文化政策部 

文化・国際課 

4 ライフ・イン・セタガヤ 
英語、中国語、韓国

語、日本語 

防災・保健・医療・教育・税金・子育て等

の諸手続きをわかりやすく説明。 

生活文化政策部 

文化・国際課 

5 外国人のための日本語教室 
英語、中国語、韓国

語、日本語 

上記 5 に挟み、日本語教室の開催について

周知。（中国語・韓国語は HP掲載） 

生活文化政策部 

文化・国際課 

6 
Crossing Setagaya 

Newsletter 

やさしい日本語、英

語、中国語 

行政情報や区内のイベント・講座等につい

ての情報を発信。月 1 回発行。 

（公財）せたがや文

化財団 

（せたがや国際交流

センター） 

7 
世田谷区のあらまし 

SETAGAYA CITY OUTLINE 
英語 

世田谷区のみどころと区政の概略等を写真

やグラフを使用して紹介。 

生活文化政策部 

文化・国際課 

8 
これって DV…？ひとりで悩

んでいませんか 

英語、中国語、韓国

語、日本語 

DV（ドメスティック・バイオレンス）及び

ＤＶ防止について説明したハンドブック。

相談窓口の掲載あり。 

生活文化政策部 

人権・男女共同 

参画課 

9 
資源とごみの分け方・出し

方 

英語、中国語、韓国

語、日本語 

資源とごみの分け方・出し方を説明したリ

ーフレット。 

清掃・リサイクル部 

事業課 

10 国民健康保険のてびき 
英語、中国語、韓国

語、日本語 

外国人住民向け国民健康保険制度の案内、

事業趣旨の普及。 

保健福祉政策部 

国保・年金課 

11 
国民健康保険のてびき（簡

易版） 

英語、中国語、韓国

語、ベトナム語、ネ

パール語、日本語 

外国人住民向け国民健康保険制度の案内

（簡易版）、事業趣旨の普及。 

保健福祉政策部 

国保・年金課 

12 
国民年金加入手続きをされ

た方へ 

英語、中国語、韓国

語、日本語 

国民年金の加入手続きをされた方に対する

案内。 

保健福祉政策部 

国保・年金課 

13 

国民年金保険料 免除・納

付猶予/学生納付特例の申

請について 

英語、中国語、韓国
語、ポルトガル語、
スペイン語、インド
ネシア語、タガログ
語、タイ語、ベトナ
ム語、ロシア語、ミ
ャンマー語、カンボ
ジア語、ネパール
語、モンゴル語、日
本語 

外国人住民向け免除・納付猶予/学生納付

特例の案内 

保健福祉政策部 

国保・年金課 

14 日本の国民年金制度 同上 
外国人住民向け国民年金制度の案内。 

※発行：日本年金機構 

保健福祉政策部 

国保・年金課 

15 

学童クラブ 

（新 BOP 学童クラブ児童募

集案内） 

英語、日本語 

新 BOP 学童クラブの役割・制度、新 BOP 学

童クラブと BOP の違い、入会申請書記入例

等。 

子ども・若者部 

児童課 

16 ひととき保育 英語、日本語 
ひととき保育利用の外国人保護者向けに利

用案内、こどものケアカード。 

子ども・若者部 

子ども家庭課 

庁内における多言語冊子、チラシ等一覧 
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17 弦巻児童館案内ポスター 英語、日本語 
地域に住んでいる外国人住民向けに英語で

の児童館紹介。 

子ども・若者部 

児童課 

弦巻児童館 

18 上北沢児童館案内チラシ 英語、日本語 子育てひろばを中心とした児童館案内。 

子ども・若者部 児

童課           

上北沢児童館 

19 
代田児童館 大人利用者カ

ード 
英語、日本語 

日本語が話せない外国人住民でも利用でき

るよう、英語表記の大人利用者カードを作

成。 

子ども・若者部 

児童課 

代田児童館 

20 保育園のしおり 英語、日本語 
保育園の生活や保育園と家庭の役割等を説

明したパンフレット。 

子ども・若者部 

保育課 

21 保育のごあんない 英語、日本語 
保育園の入園手続きを説明したパンフレッ

ト。 

子ども・若者部 

保育課 

22 外国語版母子健康手帳 

英語、中国語、韓国

語、タガログ語、ベ

トナム語、スペイン

語、タイ語、ポルト

ガル語、インドネシ

ア語、日本語 

妊娠の届出をした在住外国人（日本語が理

解できない場合）に、通常の母子健康手帳

と共に外国語版を配布。 

※発行：(公財)母子衛生研究会 

世田谷保健所 

健康推進課 

23 
乳幼児健康診断及び定期予

防接種 
英語、日本語 

乳幼児健康診査および予防接種のご案内、

その他の健診の受診票およびご案内。 

世田谷保健所 

健康推進課    

感染症対策課 

24 区立図書館利用案内 英語、日本語 
区立図書館の利用方法等を説明したチラ

シ。 

教育政策・生涯学習

部 

中央図書館 

25 Setagaya Guide Book 英語、日本語 
内容：世田谷区内の観光スポット等の紹介

冊子。 

（公財）世田谷区 

産業振興公社 

26 
同性パートナーシップ宣誓

について 
英語、日本語 同性パートナーシップ宣誓制度の案内。 

生活文化政策部 

人権・男女共同 

参画課 

27 ウォーキングマップ 英語、日本語 
区内 5 地域のウォーキングモデルコースを

掲載したマップ。 

世田谷保健所 

健康企画課 

28 

改正健康増進法・東京都受

動喫煙防止条例に関するパ

ンフレット 

英語、中国語、韓国

語、日本語 

改正健康増進法・東京都受動喫煙防止条例

の紹介。 

世田谷保健所 

健康企画課 

29 
せたがやふるさと区民まつ

りパンフレット 
英語、日本語 

区民まつり当日に会場内で希望者へ配布す

るパンフレット。 

生活文化政策部 

区民健康村・ふるさ

と・交流推進課 

30 二十歳のつどい案内状 日本語、英語 
二十歳のつどい（成人式）の対象者あてに

発送する案内状。 

生活文化政策部 

区民健康村・ふるさ

と・交流推進課 

31 野毛大塚古墳パンフレット 日本語、英語 
玉川野毛町公園内にある野毛大塚古墳につ

いて紹介するパンフレット。 

教育委員会事務局生

涯学習課 

32 
旧清水家住宅書院パンフレ

ット 
日本語、英語 

二子玉川公園内にある旧清水家住宅書院に

ついて紹介するパンフレット。 

教育委員会事務局生

涯学習課 
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男女共同参画・多文化共生推進審議会 多文化共生推進部会からの意見 

(令和 7 年(2025 年)7 月 8日 部会開催) 

 

 

【基本方針１ 誰もが安心して暮らせるまちの実現】 

・日本語教室開催も定着してきており、今後の実績および評価については、申込者や参加

者数をみるだけでなく、地域社会での自立した生活につながったか、日本人との交流機

会が増えたかなど、多文化共生の視点を踏まえた評価ができるといい。民間企業と競合

する中、日本語支援に行政が取組む意義が明確であることが大事。 

・「外国人相談窓口の運営」について、相談内容を振り返ることで、区内の外国人住民が抱

えている課題の把握や区が進めるべき取組みについて検討する良い材料となる。重点施

策①「生活基盤の充実」に基づく取組みであるので、是非力を入れて取り組んでいただ

きたい。また、LINEやメール等、オンラインによる相談も効果的なのではないか。 

・職員向け「やさしい日本語」研修について、公民館や美術館、文学館など、区民向け施

設における職員に対しても普及できれば良い。 

 

【基本方針２ 地域社会における活躍の推進】 

・外国人との意見交換会は、外国人住民の声を聞き、また、区民同士が意見を交わす機会

として有用と考える。回数を増やし様々なテーマに取り組むなど、さらなる充実に向け

た展開に期待する。 

・「町会・自治会など地域活動団体に対する理解促進」について、転入者等への配布に限ら

ず、地域での日常生活の中で理解促進を図れる機会があるのではないか。 

 

【基本方針３ 多文化共生の意識づくり及び偏見・差別の解消】 

・国際理解教育においては、外国や異文化について学ぶだけでなく、地域の中で「外国人

住民と日本人住民が共に生きていく」という多文化共生の視点を取り入れた内容に期待

する。 

・児童・生徒向けの国際理解教育と教員向けの人権教育研修は所管課が区別されていると

思うが、多文化共生の推進にあたっては連携が必要だと考える。 

・区内在住外国人はアジア圏出身の方が多く、子ども達が日常的に接する機会も多いが、

小中学生の海外派遣先は欧米諸国であり、ギャップが生じている。今後、アジア諸国と

の交流も検討いただきたい。 
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＜参考＞ 
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※調査結果は、多文化共生についての項目のみ抜粋しています。 
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＜参考＞ 
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ể  

（１）調査目的 

  区内在住の外国人の生活状況ならびに区に対しての満足度及びニーズを量的調査により明ら

かにすることで、在住外国人の傾向の把握、外国人支援策の充実を図るための基礎資料とする

ため、及び、「世田谷区第二次多文化共生プラン」の数値目標として掲げている項目の進捗状

況を確認するため。 

 

（２）調査地域 

  世田谷区全域 

 

（３）調査対象・対象数 

   世田谷区内に在住する15歳以上の外国籍区民1,000人 

 

（４）標本抽出方法 

   無作為抽出法（抽出フレーム：住民記録台帳マスター） 

 

（５）調査期間 

   令和7年６月２日（月）～ 7月４日（金） 

 

（６）調査項目 

   回答者の属性、日常生活等全体で1４問（枝番含む） 

 

Ễ ḱ  

  調査数 ・・・ 1,000件 

  有効回収数 ・・・253件 

  回収率・・・ 25.3％ 

 

ễ  

本書の集計結果表記規則を以下に記載する。 

・調査対象者（母集団N＝1,000）に対し、253件の回答を得た。グラフ中の「ｎ」は各設問に

対する回答数として示す。 

・「ｎ」を基に算出した回答率は「％」で表記し、小数点第2位を四捨五入している。 

そのため、内訳合計が全体の計に一致しないことがある。 

 

 

 

 

 
Ệ  

ễṨểּט ṕ Ṗ ךּ  
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1 114Ὧ

45.1%

͎ 136Ὧ

53.8%

͏ ζχ 2Ὧ 0.8%
͐ ΠθΨσΜ

1Ὧ 0.4%

ˢΊ˹253ˣ

32.8%

15.0%

6.3%

4.0%

6.7%

4.0%

1.2%

1.6%

1.6%

1.2%

25.7%

͍ ⁯ 83Ὧ

͎ ḫ⁯ 38Ὧ

͏ ϯЮзϸ 16Ὧ

͐ ЦЕЗЭ 10Ὧ

͑ 17Ὧ

͒ ТϰзСр 10Ὧ

͓ ϱϻзІ 3Ὧ

͔ КО˔и 4Ὧ

͕ ТжрІ 4Ὧ

͍͌ ϱрЖ 3Ὧ

͍͍ ζχ 65Ὧ

⁯ ʾ ӽˢΊ˹253ˣ

1.2%

22.5%

28.9%

19.0%

14.2%

6.7%

6.3%

1.2%

͍ 15˙19⅞ 3Ὧ

͎ 20˙29⅞ 57Ὧ

͏ 30˙39⅞ 73Ὧ

͐ 40˙49⅞ 48Ὧ

͑ 50˙59⅞ 36Ὧ

͒ 60˙69⅞ 17Ὧ

͓ 70˙79⅞ 16Ὧ

͔ 80⅞ӟ 3Ὧ

ˢΊ˹253ˣ

ṕểṖ 【Ｆ１．あなたの性別はどれですか（１つに○）。】 

 

 

 

 

 

 

ṕỄṖ  

【Ｆ２．あなたの年齢はどれですか（１つに○）。】 

 

 

 

 

 

ṕễṖ ḱ  

【Ｆ３．あなたの国籍・地域はどれですか。】 

 

 

 

 

 

 

 

ṕỆṖ  

【Ｆ４．あなたの日本での在留資格はどれですか（１つに○）。】 
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32.7%

19.7%

10.6%

3.5%

10.2%

5.5%

3.9%

4.3%

2.0%

2.0%

5.5%

͍ ֶ יּ 83Ὧ

͎ Ṫ ʾ ꜡ʾ⁯∑Ộ 50Ὧ

͏ ᶘ 27Ὧ

͐ ᴪ ∕ 9Ὧ

͑ χ Ἄּי 26Ὧ

͒ ֶ יּ 14Ὧ

͓ ᶨ 10Ὧ

͔ Ṫ 11Ὧ

͕ יּ 5Ὧ

͍͌ ‰ 5Ὧ

͍͍ ζχ 14Ὧ

∕ ⱢᶊˢΊ˹254ˣ

9.1%

15.8%

4.7%

20.6%

23.3%

19.8%

6.7%

͍ ͍ 23Ὧ

͎ ͍ ӟ ˙͏ 40Ὧ

͏ ͏ ӟ ˙͑ 12Ὧ

͐ ͑ ӟ ˙͍͌ 52Ὧ

͑ ͍͌ ӟ ˙͎͌ 59Ὧ

͒ ͎͌ ӟ 50Ὧ

͓ ΞϘϦθρΦΤϣγμρ 17Ὧ

τ ϭπΜϥṍḧˢΊ˹253ˣ

※一部、同一回答者による重複回答が含まれていたため、集計件数が回答者数を1件上回っております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ṕệṖ  

【Ｆ５．あなたは日本にどのくらいの期間住んでいますか。来日（転入・転出）を繰り返している場合は、日

本に住んでいる期間の合計を答えてください（１つに○）。】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ễṨ2 ךּ  



87 

 

͍ ζΞ◘Ξ

60Ὧ 23.7%

͎ ςκϣΤρΜΠωζΞ

◘Ξ 65Ὧ

25.7%

͏ ςκϣΤρΜΠωζΞ◘ϩσΜ

29Ὧ 11.5%

͐ ζΞ◘ϩσΜ 16Ὧ

6.3%

͑ ϩΤϣσΜ

83Ὧ 32.8%

ᵰ⁯ τ βϥ◦כχ ˢΊ˹253ˣם

͍ ζΞ◘Ξ

49Ὧ 19.4%

͎ ςκϣΤρΜ

ΠωζΞ◘Ξ

63Ὧ 24.9%

͏ ςκϣΤρΜΠ

ωζΞ◘ϩσΜ

21Ὧ 8.3%

͐ ζΞ◘ϩσΜ

26Ὧ 10.3%

͑ ϩΤϣσΜ

94Ὧ 37.2%

ᵰ⁯ τ βϥ ᾋϞ₯ ˢΊ˹253ˣ

ṕểṖ ︣  

【Q１．あなたは、区内において、教育、住宅、就労など、生活全般の外国人に対する支援が充実している

と思いますか（１つに○）。】 

 

 

 

 

 

 

 

【（Ａ）なぜそう思いましたか。】ẑ  

 

ṕỄṖ ︣  

【Ｑ２．あなたは、区内において、外国人に対する偏見や誤解が減っていると思いますか（１つに○）。】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【（Ａ）なぜそう思いましたか。】ẑ  
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͍ μοΜϥ 11Ὧ 4.4%

͎ μοΜϥΥʺ ΰ

θάρΥσΜ

56Ὧ 22.4%

͏ ϣσΜ

183Ὧ 73.2%

δθΥϞ⁯∑ῖ ЈрЌ˔Ϭ μοΜϥΤˢΊ˹250ˣ

͍ χ ᵒʾ ằ

118Ὧ 29.0%

͎ τϕϭέῖ ᵓ

9Ὧ 2.2%

͏ Ỹ Ϙκ ΦБϯ˔

69Ὧ 17.0%

͐ ᴟ ᵔϒχ︡Ϥ

ϙ 107Ὧ 26.3%

5 English Table

27Ὧ 6.6%

͒ ◓ςϜΰΪḼᵊˢᵨ χ ϙ Τ

δσςˣ

53Ὧ 13.0%

͓ ζχ 24Ὧ 5.9%

δθΥϞ⁯∑ῖ ЈрЌ˔τ ϛοϕΰΜ︡ ϙˢΊ˹407ˣ

ễṨễ ּצ ṇṕ צּ Ṗ ךּ  

ṕểṖ צּ ṇṕ צּ Ṗ  

【Ｑ３．あなたは、せたがや国際交流センター（クロッシングせたがや）を知っていますか。（１つに○）。】 

 

 

 

 

 

 

 

 

ṕểṖ צּ ṇṕ צּ Ṗ ךּ︡  

【Ｑ４．せたがや国際交流センター（クロッシングせたがや）にどのような取組みを進めてほしい

ですか（あてはまるものすべてに〇）。】 
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͍ τḩβϥάρ

178Ὧ 19.9%

͎ Ϟ ⁞֗

ˢ ֗ˣτḩβϥάρ

106Ὧ 11.9%

͏ ←Ἡ Ϟ ←ễעτḩ

βϥάρ 86Ὧ 9.6%

4 ←ᵲϒχ Πτḩβϥά

ρ 129Ὧ 14.4%

5 ←ϽАЇτḩβϥάρ 120Ὧ

13.4%

6 МЃ˔ЖЫАФτḩ

βϥάρ 98Ὧ 11.0%

͓ τḩβϥά

ρ 167Ὧ 18.7%

͔ ζχ 10Ὧ 1.1%

←τνΜοʺ έϧΤϣςχϢΞσ Υ ϤθΜΤˢΊ˹894ˣ

ễṨỆ ּך  

ṕểṖ ךּ ךּ  

Q５.あなたは、防災について、日ごろからどのような情報を知りたいですか（あてはまるものすべ

てに〇） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【（Ａ）なぜそう思いましたか。】 

ẑ  

 

 

ễṨỆ  

ṕểṖ  

【Ｑ６．世田谷区の区政について意見や要望がありましたら自由に書いてください。】 

ẑ  
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ǀQ1.( ) ƼẆᶮ˲ǲᾍǠȒ ǓϹὕǞǭǋȒǯדǋȅǠǒƽǯǋǍ ᵂǲᾍǞƲƼǤǍדǍƽȅǦǶƼǰ

ǨȐǒǯǋǏǷǤǍדǍƽș ǞǦ ǵᶥ ǁ Ћ 63 ̏ǵǍǨʝ  

Ħ ̊Ẇǵᶥ ǲǫǋǭǶƲ ǲ Ǟǭ  

ǵȂǒǵḹ ǯ ȀǭƲẉǖǵḹ ǲ ǵ Ǔ ǜȓǭǋȒƳ 

ʫ Ӣǲ̮ȚǮǋȒǯƲ ǲếỪʴȋї ♥ǲǶƲ ș֞ǘǭǋȒǯ ǟȒƳ 

⁸☻ ǲǶ Ƶ ȓǭǑȑƲ֯ Ǳ ȑǵ ș ͑ǞǭȉȐǪǭǋȒƳȅǦƲβ∆ǲ ǠȒ Ḹȋ☻ ǫ Ḹș

ɟɶɩǮ ǪǭǖȓȒǚǯȉǉȒƳ 

ǵ Ẏǵ Ⱳ˗Ƕἧ ǧǓƲ᷂ϷǵӢ☻ ǶẎẀ☻ ǪǭǖȓǭǋȒƳ 

Ẇᶮ˲ǲᾍǞǭ Ḹ ͑ȋ ɵ ǿǵᾍꜘǶƲ ǦǨǲǯǪǭẎǔǱҞǘǲǱȒƳ 

ǮǔȒ ֥ǓǉȒǵǮƳ 

Ӣ☻ Ǯǵ ȳɛɶɆǓʥ ǞǭǋȒ ș ǘǷƲЋ̱ ǲӦѝǧǯדǍƳ 

ӣ Ʋ˺ ȳɶɑȷǓ ǋƳ 

ǵ ḸǓǋǫȉ̟ȖǪǭǋȒ ȮɁȸǯǒ Ƴ 

Ӣ☻ Ǯ ǵ șǫǘȒǚǯƳȋǜǞǋ Ǯ ǞǭǖȓȒǚǯƳ 

ȋӣ Ʋ ֥ǱǰƲẆᶮ˲ǵǦȈǵ ǓǉȒǒȐƳ 

ѧȈǭ ǲ Ǧ ǒȐƲӢ☻ ǒȐẉǖǵ Ḹș♬ȒǚǯǓǮǔƲ Ǯǵ ȉ ͑ǜȓǭǋȒƳ 

JCA ǵ ᾚǶẎẀ☻ ǪǦƳͪ ᶸǯᾛἶ Ƕ ǋǓƲ ǵ ǔǓ ǲǶ ₡ǲ Ƴ 

Ƕʫ ӢǮẆᶮ˲ׄǘǵ Ὑǲ֓қǞǭǋǦƳ֓қǞǦǋ ǶǋǫǮȉ֓қǮǔȒƳ 

ȭɫɁȵɱȮǢǦǓȋǵ ǶƲǚǵ Ǔ ►ǲדǋȋȑș ǪǭǋȒǚǯș ǞǭǋȒƳ 

ƵƲ ș֞ǘȒǚǯǶ ►ǲ☻ ǫǚǯǓǉȒƳ 

 

ǀQ1.( ) ƼẆᶮ˲ǲᾍǠȒ ǓϹὕǞǭǋȒǯדǋȅǠǒƽǯǋǍ ᵂǲᾍǞƲƼǤǍדȖǱǋƽȅǦǶ

ƼǰǨȐǒǯǋǏǷǤǍדȖǱǋƽș ǞǦ ǵᶥ ǁ Ћ 18 ̏ǵǍǨʝ  

Ħ ̊Ẇǵᶥ ǲǫǋǭǶƲ ǲ Ǟǭ  

ʫ ӢǮ̮ᾱǶ ǫǘǦǓƲ ȋᾦҥǲ ǠȒȳɶɑȷǶѫ ǞǭǋǱǋƳᾦ ҲǶ ₡ǲᶩ ǧǪǦƳ 

ѝǮ ȀǱǋǯѝǒȐǱǋ ḸǓẉǋƳ 

Ẇᶮ˲ǲᾍǠȒ ǵἭ᷀ș ȐǱǋƳ 

ʫ ӢǮǵᾦ ǲ ǠȒ șǰǚǮ֞ǘȐȓȒǒѝǒȐǱǋƳ 

̮ὁ ǲ ǠȒ ḸǶƲ ѝǮ ǲ ǜǱǋ ȑƲȂǯȚǰ ►ǦȐǱǋƳ 

ϹὕǞǭǋȒǯǋǍὕ ǓǱǋǦȈƳȅǦƲὕ ș ǏǭƲϹὕș ǠȦɑɅɱȷǓ ►ǦȐǱǋǦȈ ԝǞȈ

ǮǠǓ Ƴ 

ʫ ӢǮẆᶮ˲ׄǘǵ ș֞ǘǦǚǯǶʝ↓ȉǱǖƲǤǵȏǍǱȳɶɑȷǓǉȒǚǯȉ ȐǱǒǪǦƳ ǲ

̮ὁǲ ǞǭǶƲ Ǔⱳ Ƴ 

ǵКὦǓȏǖȖǒȐǱǋƳ 

ẉǖǵ Ƕ Ǯ̸ ǜȓǭǑȑƲẆᶮ˲ǲǯǪǭȠȭȹȷǓᶩ Ƴ 

ʫ Ӣ☻ ǮǶ ǋ ș֞ǘǦǚǯǓǱǒǪǦƳ ўǱ ǶǋǦǒȉǞȓǱǋǓƲ ǵ˿ Ȇ ̱ǶȅǪ

Ǧǖ ǪǭǋǱǋǯ ǟǦƳ 

 

ǀQ1.(A)  ƼẆᶮ˲ǲᾍǠȒ ǓϹὕǞǭǋȒǯדǋȅǠǒƽǯǋǍ ᵂǲᾍǞƲƼȖǒȐǱǋƽș Ǟ

Ǧ ǵᶥ ǁ Ћ 27 ̏ǵǍǨʝ  

Ħ ̊Ẇǵᶥ ǲǫǋǭǶƲ ǲ Ǟǭ  

ǶǠȀǭ Ǯ̸ ǜȓǭǋȒǵǮƲỎǓᾍꜘǞǭǋȒƳ ǔǒȐᾜǞ ș ǟǭǋȒƳ 

Ȃȃ ˲ǯֿ ǵȳɶɑȷș֞ǘȐȓǭǑȑƲǰǚǒȐǰǚȅǮǓẆᶮ˲ ǲϹǦȒǵǒȖǒȐǱǋǦȈƳ 

╠Ǫ Ǟǭǔǭȅǧ ɴ ǵǦȈƳ 

Ḹș֝♬ǞȏǍǯǞǦ˗ǓǱǋǦȈƲȖǒȐǱǋƳ 

ș ȈȒḹǓǱǒǪǦǦȈƳ 

ǉȅȑѫ ǞǭǋǱǋǦȈƲϹὕǞǭǋȒǒȖǒȐǱǋƳ 

 

別紙 
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ǀQ2.(A)  ƼẆᶮ˲ǲᾍǠȒά ȋ⁪ѩǓ ǪǭǋȒǯדǋȅǠǒƽǯǋǍ ᵂǲᾍǞƲƼǤǍדǍƽȅǦǶ

ƼǰǨȐǒǯǋǏǷǤǍדǍƽș ǞǦ ǵᶥ ǁ Ћ 55 ̏ǵǍǨʝ  

Ħ ̊Ẇǵᶥ ǲǫǋǭǶƲ ǲ Ǟǭ  

ʫ ӢǮї̝ǍȂǯȚǰǵ ˲ǶƲẆᶮ˲ǲᾍǞǭ ₡ǲȨɶɕɱǮ ўƳ 

̮ ȋȢɱɎȤɱɇǵ ϽὖǓṔǏǦǵǮƲ ȓǦǦȈǮǶǱǋǒƳ 

6 ₴̬̮ȚǮǋȒǓƲά ȋ⁪ѩǶ ǟǦǚǯǶЋǖǱǋƳ̮ȆȋǠǋǞ ўǱ ǧƳ 

ǯ ȀȒǯ ƵǱ ǮƲẆᶮ˲ǲϮǞǖǱǪǦǯ ǟȒƳӢ☻ ǿ ǖ ǔǓ ǲǱǪǦƳ 

Ƕ ₴ ǲ ᷀ǞǭǋȅǠǓƲ ǲǑǋǭά ȋ ș ǞǦǚǯǶǱǋƳ 

ᾛǜǱἧǰȉǦǨǶƲ̊ѼǵȏǍǲƼɍɫɶƽǯṶșǒǘǭǖȒǚǯǓᾜǱǖǱǪǦƳ 

ǵ˲ǶϮǞǋƳ 

ᶮ ͜Ǳǖ̎ ǖǜǢǭ ǋǭǋȒǒȐƳ 

ѝǒȐǱǋǚǯǓǉȓǷƲ ˲ ǶǨȊȚǯ ǏǭǖȓȒƳ 

ᶮ ӓǓ ȇǲǫȓ♦Ƶǲ ǪǭǋȒǯדǍƳ 

ǵʴǮ ǲ ǛǠǚǯǓǮǔǭǋȒǒȐƳ 

Ẏ˲ȉἧ͑ȉẆᶮǵ ӓȋ ǲ șװ ǪǭǋȒǚǯǓȖǒȒƳ 

Ẇᶮ˲ǮǉȒǚǯǮ ș֞ǘǦǚǯǶǱǋƳ ǦǨǵ Ǯǵᶩ ǲȉƲẉǖǵ˲Ǔ ș ǞƲ

ǧǯ ǟȒƳ 
 

ǀQ2.(A)  ƼẆᶮ˲ǲᾍǠȒά ȋ⁪ѩǓ ǪǭǋȒǯדǋȅǠǒƽǯǋǍ ᵂǲᾍǞƲƼǤǍדȖǱǋƽȅ

ǦǶƼǰǨȐǒǯǋǏǷǤǍדȖǱǋƽș ǞǦ ǵᶥ ǁ Ћ 20 ̏ǵǍǨʝ  

Ħ ̊Ẇǵᶥ ǲǫǋǭǶƲ ǲ Ǟǭ  

℗ᾜ ǵ ǯֿ₴̈ǵἧ͑ǒȐǍǘǦά ȋ ǯ ȀȒǯƲ˹ ǵᾛἶ ǵ ș ǖ ȑǮǶƲǤȓȐǓ

ǪǭǋȒȏǍǲ ǟȒƳ ǲẎ˲ǵ ǮǶƲ ὑǵᶮ ȋ˲ ǲᾍǠȒ⁪ѩ Ǳ ȋά ș ǔǠȒ

̝Ǔ ₴Ѽǯ Ȁǭ̱ ǯǞǭṔǏǦ ǓǠȒƳǦǧǞƲǚȓǶᶮКǲ ǪǦǚǯǮǶǱǖƲ ᶷ

ǮҊǯ ǟȒϊׄƳ ǶƲ˲ Ǔ ˲ǯֿǟȠȶȠ˲Ǯ Ǧ ǲȏȒ⁪ѩș֞ǘǲǖǋǦȈƲ ₡

ǮǶ׀Ѽș ǒȓȒȅǮǶ ǲʥ͛ș ǟȒǚǯǓᾜǱǋƳ 

Ẇᶮ˲Ƕ ӓǓ ǍǒȐẛểǲ ǏȒǵǒȉǞȓǱǋƳ 

Ƕ ̝ǵɩɶɩșᾗ ǠȒȏǍҟȈǭǋȅǠǓƲ ϽὖǵṔқǓƲ ˲ǵ ǮẆᶮ˲ǿǵ ǋȢɟ

ɶȶș ȚǮǋȒȏǍǲ ǟȒƳ ƵƲẆᶮ˲ǯǞǭƲ Ͻὖǵ ҲǲּצǟЊȒǚǯȉǉȒƳ ș ȓȒ

Ẇᶮ˲ǵ ǋ Ҳǲ ǞǱǘȓǷǱȐǱǋ ˲ǲᾍǞǭƲ Ǟ ǱǖדǍƳ 

ὤș ǠȒ ƲẆᶮ˲ǧǯ ǪǦǯǦȚ ȐȓȒƳ ↓ǓẀȖȒƳ 
 

ǀQ2.(A)  ƼẆᶮ˲ǲᾍǠȒά ȋ⁪ѩǓ ǪǭǋȒǯדǋȅǠǒƽǯǋǍ ᵂǲᾍǞƲƼȖǒȐǱǋƽș

ǞǦ ǵᶥ ǁ Ћ 25 ̏ǵǍǨʝ  

Ħ ̊Ẇǵᶥ ǲǫǋǭǶƲ ǲ Ǟǭ  

ʫ ӢКǶȖǒȐǱǋǓƲ Ћ̱ ǲȅǧά ȋ⁪ѩǓẉ ǞǭǋȒǯדǍƳ 

╠Ǫ Ǟǭǔǭȅǧ ɴ ǵǦȈƳ 

ά ȋ⁪ѩș֞ǘǦǚǯǓǱǋǒȐƳ 

ǮǶǉȅȑ ǞǭǋǱǋǞƲ ǠȒᾍ ȉǱǋƳ 

ʫ Ӣǵ̊Ѽǵ ǓѝǒȐǱǋǵǮƲṔқǞǭǋȒǵǒ ᾜǞǭǋȒǵǒѝǒȐǱǋƳ 

ǵ ᶧ Ҳǲ֓қǠȒǚǯǓᾜǱǖƲ ˲ǵ֘ǧǨȉᾜǱǋǦȈƳ 

 

ǀ ǢǦǓȋᶮ ˧ ȹɱȽɶ ȭɫɁȵɱȮǢǦǓȋ ǲǰǵȏǍǱ֝ Ȇș ȈǭȂǞǋǮǠǒƳƼǤ

ǵ̀ƽǮ ǓǉǪǦᶥ ǁ Ћ 16 ̏ǵǍǨʝ  

Ħ ̊Ẇǵᶥ ǲǫǋǭǶƲ ǲ Ǟǭ  

ȳɶɑȷ 

ӓ Ǳ᷂Ḣ˧ ȢɗɱɆ 

ȭɧɔ Ȯɩɶɕ/ȭɧȷ ֓қǮǔȒȉǵ ȪɶɅɉɱȮƲɓɧɭɶȠɪɱȶɟɱɆ 

ϐǖẎ˲ǵ ș ǞǦȢɗɱɆ 

ǜȅǝȅǱ ǵἶ ɵ˧ ǵ ̝Ƴ͈ǏǷƲȢȽɨȠ ȋɓɧɱȷ Ǳǰ 

ἧǰȉׄǘǵ ȋƲ ǵ ͦ Ҳǿǵ֓қ 
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Ẇᶮ ӓșӢ ǲ ǪǭȉȐǍ֝ Ȇ 

ֿǟᶮ ֿṲǵ˧ ̝ 

Ẇᶮ˲Ӣ ǯ ˲Ӣ ǵ˧ ș͝Ǡ̝ 

 

ǀ ǉǱǦǶƲ ǲǫǋǭ ǒȐǰǵȏǍǱ Ḹș ȑǦǋǒƳƼǤǵ̀ƽǮ ǓǉǪǦᶥ ǁ 

Ћ 7 ̏  

Ħ ̊Ẇǵᶥ ǲǫǋǭǶƲ ǲ Ǟǭ  

ȱɝɣɉȯɶȵɥɱǵ  

Ҟ  

ὰṲῇǵᶉ  /  

ӢǓὕ ǞǭǋȒᾍ ǶӦѝǮǠ 

ɗɱȪɩ ɜɉɣȠɩǓ Ǟǋ 

᷂ʤȵȥɩȽɶ 

֒ ὡ ɵ ȑ ȑ 

 

ǀQ5.(A) ǰǍǞǭǤǵ ș ǺȅǞǦǒ ǲǫǋǭ ȑǦǋ Ḹǲǫǋǭ ǁ Ћ 87 ̏ǵǍǨʝ

 

Ħ ̊Ẇǵᶥ ǲǫǋǭǶƲ ǲ Ǟǭ  

̮ ș ḹ ǲ ᾚǠȒǦȈǲƲȉǪǯ ș ǠȀǔǧǯדǍƳ 

ǶȨɱɧȢɱǮ Ḹș ȆȅǞǦǓƲᾐ ὤǒȐ ǔǦǋƳ ὁǮǰǚǲ ǖȀǔǒƲ̲ș ρǞǭ

ǑǖȀǔǒș ȑǦǋƳ ὡǵ ǲǰǵȏǍǲ ǜȓȒǵǒƲ ♥ǲƲ̀ǵ˲șǰǵȏǍǲҞǘȒǚǯǓ

ǮǔȒǵǒș ȑǦǋƳ 

ǮǶ᷂ Ǔ ǲ ǠȒǦȈƲ᷂ ǲǫǋǭȏȑ ǖἶǺǦǋǯ ǏǭǋȒƳȅǦƲ ὡǓ

ǞǦ ǲ ѝ șǰǵȏǍǲͪ ǠȀǔǒǲǫǋǭȉ ȑǦǋƳ ὡǓ ǞǦ ǲƲǰǵḹ Ǔȏ

ȑὄЋǯǜȓǭǋȒǵǒƲǤǞǭ˲ƵǓ ǪǭǑǖȀǔ ǱɛȢɱɆǶ̲Ǳǵǒș ǞǦǋǯ Ǐǭǋ

ȒƳǱǣǱȐƲǚȓȐǵ ḸǶ ₡ǲ ǧǯ ǏǭǋȒǒȐǮǉȒƳ 

ὡǲ ǠȒ ḸȋƲǤǵ ǲǰǵȏǍǲᾍыǠȒǒǲǫǋǭǵ Ḹș♬ǦǋǯדǍƳȅǦƲǤǵȏ

ǍǱ ǵ֝ȑ ǋƲ ἭȫɁɆƲ ḹ Ʋ ǔǲ ǠȒǠȀǭǵⱳ Ǳ Ḹș ǫǚǯȉ ǧƳʣ

ǵǠȀǭǲȏȑƲʠǓʝǵḹֻǲǰǵȏǍǲρǏȒȀǔǒș ȒǚǯǓǮǔȒƳ 

ǵὄЋǲ ǠȒ ḸǲǫǋǭǶƲ₦ⅎǋѝ ǲ ⱲǓǉȒǦȈƳ 

ǵ ș ǞǭƲ ўǱρǏșǞǦǋǦȈƳ 

ʠǓʝ ʤḌ᷂ Ǔ ǦḹֻƲἴ ǞǓǨǱẆᶮ˲ǯǞǭǰǵȏǍǲρǏǦȂǍǓ ǋǵǒș ȑǦǋ

ǒȐƳ 

Ẇᶮ˲Ƕ ˲ǯ Ȁǭ ὡǲᾍǠȒ ȋӾ ǓǍǠǋǯדǍǵǮƲρǏǲǫǋǭǵ ḸșⅎǙǭ

ș ȈȒǵǓ ǋǯדǍƳ 

᷂ ȋ ὡǵ Ʋ ὁǒȐ ȉ ǋ ḹ ș ȑǦǋƳǤǞǭ֞Њṟ̑ѰǓ ǪǭǋȒǵǒƲǰǵȽȢɝ

ɱȮǮ ḹ ǿ ȓǷ ǋǵǒ șɨȠɩȽȢɞǮ ȑǦǋƳ 

 

ǀ ʫ ӢǵӢ ǲǫǋǭ ȋ ǓǉȑȅǞǦȐ ǲ ǋǭǖǧǜǋƳǁЋ 79 ̏ǵǍǨʝ

 

Ħ ̊Ẇǵᶥ ǲǫǋǭǶƲ ǲ Ǟǭ  

ǲẎǔǱʥ ǶǱǖƲ ǮǶ ǞǱǓȐ ȐǞǭǋȒƳ 

ʫ ӢǶ ǓⅎǠǕȒǦȈƲὤǵ ǖǮȢɗɱɆǓǉȒǱȐƲ ǲ֓қǞǭƲȉǪǯẉǖǵ֘ǧ

Ǩș̸ȑǦǋƳȉǪǯὗ̟șṔȋǞǭƲ◙ Ҙș ȈǭȉȐǋǦǋƳ Ƕʫ Ӣǲ╠Ǫ Ǟǭ 1 ₴ǉȅ

ȑ ǨƲȋǪǯǚǍǞǦȢɗɱɆȋȳɛɶɆǓǉȒǚǯș ǪǦƳ 

ǦǖǜȚǵǛ ǉȑǓǯǍƳʫ Ӣǵ ǲὃȐȓǭǋȒǯ ǟƲὄⱲǞǭǋȒƳ 

Ƕʫ ӢǓẎẺǔƳ 

ʫ ӢǶ̮ȆȋǠǋǯǚȔǧƳ͛ѫǮǋȔǋȔǱǚǯșȳɛɶɆǞǭȉȐǏȒǒȐǧƳ Ҳǲǫǋǭ

ǓǉȒƳӢКװ ǔɂȠɶǓǉǪǦȐ ȐǢǭȂǞǋƳ ǵү▌ǲǫǋǭ ǮǑǞȊȀȑǞǦ
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ǋƳ ̝ǓᾜǱǋǵǮƲȉǞ ̝ Ȯɩɶɕ ǵǑǞȊȀȑǱǰș ǪǭǋǦǧǘȓǷƲ֓қ

ǞǦǋǯדǍƳ 

ʫ Ƕ ȐǞǋḹ ǮǉȑƲẆᶮ˲ǓǤǵ ֲǯ ӓǲ ǘ ȈȒǚǯș ǪǭǋȒƳ᷂ḢרǶ

ǮǉȑƲǚǵ Ƕᶮ ǮǶǉȒǓƲ ǦǨǶʫ ǲǋȒǵǧǒȐǚǵᶽ᷂ǲǫǋǭȉǪǯ ȔǍƳǛ

ᾬҘǲ ǠȒƳ 

ʫ ӢǓὕ ǠȒ₴ β∆ ǲǑǋǭƲẆᶮ˲ǲǯǪǭȱɝɣɉȯɶȵɥɱǓǞȋǠǋȏǍǲƲ

ș ǠȷȽɁɓȋӣ₉ǓǋȒӣ ɵ ǵɨȷɆșѩ ͑ǞǭȂǞǋƳ˹♥ǵǜȐǱȒᾬҘș Ǫ

ǭǋȒƳ 

ἶ ǲ Ȑǡ ἶ ǵἶ Ǔʥ ǞǭǋȒǯ ǟǭǋȒẆᶮ˲ǲׄǘǭǵᾍꜘȉⱳ ǮǉȒƳ 

ǢǦ Pay ȅǦǶ̀ǵɂɶɩ ș̮ ǲǯǪǭȏȑ ǋȉǵǲǞǭȂǞǋƳ 

2 4 ǵἧǰȉȋᾛǜǱἧǰȉș ǫὤ↨ׄǘǵ ȭɧȷȋȠȭɄȡɑɄȡƲ șȉǪǯѫ Ǯǔ

ȒȏǍǲǞǭȂǞǋƳ 

ǚǵὄЋǮӲҘ Ǯ₳ᴇǱ ǲ̮ȇǚǯǓǮǔǭἕǞǋƳ3 ǲǱȒỦǓǚǵ ȐǞǋḹ Ǯ Ǫǭǋ

ȒǚǯșἕǞǖדǍƳʫ ǶȏǖȋǪǭǖȓǭǋȒƳ 

Ū ǲ ǦǷǒȑǵẆᶮ˲ǲǯǪǭƲὤșΕȑȒǚǯǶ Ǟǋᵂ ǮǉȒƳ ǲƲẉǖǵ ʺǓẆᶮ˲

ǲǶ ǜǱǋ ǮǶƳǚǵ ǲǑǋǭƲȳɛɶɆȋ șǞǭȉȐǏȒȏǍǲ₁ ǠȒƳūẆᶮǮ ȅ

ȓ ǪǦͪ ǒȐ ȓǷƲ ǵἶ ˗Ƕẉǖǵ ˲ǲǯǪǭǶ►ǦȑѼǮǉǪǭȉƲǤǵὕ Ƕ

Ȗǒȑ♬ǱǋƳǚǵǦȈƲӢǯǞǭƲǚǍǞǦͪ ׄǘǵү▌̝ș σǞƲἧǰȉǵ ǲ Ǟǭ

ǠȒ֯ ǵǉȒᵂר ȋƲἶ ζǓͪ ǵ ʦșⱳ ǯǠȒǧȔǍ˗ ǲǫǋǭƲ ǏǭȉȐǋǦǋƳ 

ὑ ǲẉ ἶ ɵ˧ ̝ș σǞƲֺᶮǵ˲Ƶǵ ˛ ș͝Ǡǚǯș ♅ǠȒƳ 

Ћ̱ ǲƲ ₡ǲ ǋǯדǍƳ ṑȉƲЏᶸ ӓȉẎẀ ǋƳẆᶮ˲ǯ ˲Ǔ ˛ǲƼ ǖ˧ Ǯǔ

ȒƽȢɗɱɆǓȉǪǯǉȓǷƲʰᶮǵ˲Ƶǵ ˛ ș͝ǞƲ֘Ẻș ȈȐȓȒǵǮƲȉǪǯ ǋǯד

ǍƳȅǦƲ ѝǵ̮ȇ᷂ḢǲᾍǞǭƲ ѝ ȉⱨҘǱǓȐ ǞǦǋǯדǍƳ 

ἧǮ֓қǮǔȒȢɗɱɆșṔȋǞǭȂǞǋƳ 

ǲ ǮǔȒḹ ǓȉǪǯṔǏȒǯἕǞǋƳ 

Ẇᶮ˲ׄǘǵ ὙșȉǪǯṔȋǞǭȂǞǋƳ 

ἧǰȉׄǘ̔ ȋȢɗɱɆșϹὕǞǭ ǘǦȐἕǞǋƳ 

ὡǲȏȑ ǓΏṥǠȒ֯ Ǔר ǋǵǮƲ ǵ᷂ʴӓș ȈȒȀǔǧƳǤǵ Ʋʫ Ӣǵ

ȉẉᾜǶȏǖǱȒǧȔǍƳ 

ᶫ ȋӢ ǵǦȈǵȷɛɶɂȹɱȽɶǓȅǧᾜǱǋƳ 

Вϐǔʫₑǿǵ șȉǪǯ▌ӓǞǭ ǞǋƳ 

ʫ ӢǲǶ ȚǱᶮǵ Ǔ ȀȓȒ ↄǓǦǖǜȚǉȒƳǤȓȐșẆᶮ˲ǲᾍǠȒ⁪ѩȋά ș

ȐǠǚǯȋƲ ˲ǵẉ ӓ ș ȈȒǦȈǵ ǲǫǱǙȐȓȒǯדǍƳȅǦƲʫ ӢǶ Ẇ

ᶮ˲ǲǯǪǭǶ̮ȆȋǠǋǯדǍƳǚǵȏǍǱȠɱȯɶɆǱǰǮƲ ǲ̮ȆȋǠǋ᷂ḢǲǠȒǦȈǵ֝

Ȇș ǪǭǋǭƲẎẀǍȓǞǖדǍƳǉȑǓǯǍƳ 

ǱǞƳǉȒǯǠȒǱȐǷƲ ЊǞǭǖȒ ǲӢǵȳɶɑȷƲק ḸǱǰǲǫǋǭƲɜɉɣȠɩǒɅ

ȶȽɩȪȢɇǓǉȓǷ☻ǲ ǨǤǍƳǋǫȉ ǛǞȋǠǋ ǬǖȑșǉȑǓǯǍƳ 

Ẇᶮǵ ӓș ˺ǠȒ ȑǵȏǍǱȢɗɱɆș σǞǦȑǠȒǚǯǮƲȏȑẉǖǵ ˲ǲẆᶮ˲ǵ

ӓɵἭ᷀ș ǪǭȉȐǍƳȅǦƲ ǵ ӓș ȒɭɶȭȵɥɁɕș ǪǭȂǞǋƳ˿˗̊ẆǮ Ǟǭ

ǋȒ᷂ӢǮ֘ ș̸ȑǦǋǘǰȿɡɱȷǓǱǋƳ 

Ẇᶮ˲⁸ șͪ ɵ ǠȀǔᾍ ǯǞǭǵȆ ǏȒǵǮǶǱǖƲӢ ș ˲ǯВǲ Ǎᾍ ǱɏɶɆ

ɈɶǯǞǭ ǍȀǔǮǉȒƳȅǡǶƲẆᶮ˲⁸ ̝ ǵȏǍǱѰ↓ș ǞǭȉȏǋǵǮǶǱǋǒǯ Ǐ

ȒƳ 
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